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手
形
法

六
条
二
項
に
い
わ
ゆ
る

uu

リ
A
V

付
問
題
の
提
起

け
ド
イ
ツ
手
形
条
例
七
四
条
に
つ
い
て

ω
成

立

川
学
説
の
動
向

川
市
ド
イ
ツ
民
法
典
成
立
前

同
ド
イ
ツ
民
法
典
成
立
後

ω
判
例
の
検
討
(
以
上
二
四
巻
四
号
〉

伺
統
一
手
形
法
一
六
条
二
項
に
つ
い
て

川

成

立

川
成
立
過
創
刊

同
十
火
米
日
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と
の
比
較
(
以
と
本
号
〉

ω
フ
ラ
ン
ス
法

ω
ド
イ
ツ
日
比

帥
総
括
|
!
日
本
法
と
外
国
法
|
|

「
主
口
意
」
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い
て
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料

(三)

統
一
手
形
法
一
六
条
二
項
に
つ
い
て

資

(1) 
川
tP: 
成

立

過

程

立

統
一
手
形
法
一
六
条
二
項
成
立
の
起
源
は
、
ハ

l
グ
統
一
規
則
一
五
条
二

項
に
遡
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
一
二

O
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
統
一
手
形
法
会
議
で
、

「
会
議
の
討
論
の
基
礎
と
し
て
提
山
さ
れ
た
条
文
」
の
一
五
条
二
項
は
、
ハ
ー

グ
統
一
規
則
一
五
条
二
項
炉
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
一
九
一
二
年
の
ハ

l
グ
第
二
回
会
議
に
よ
り
採
択
さ
れ
た
統
一
規
則
」
一

五
条
二
項
「
事
由
の
何
た
る
を
間
わ
ず
ハ
5
0ミ
自
主
件
。
同
耳
町
三
宮
内
同
)
、
あ
る

者
が
為
替
手
形
を
失
な
っ
た
場
介
、
前
項
に
定
め
ら
れ
た
方
訟
で
白
己
の
権

利
を
証
明
す
る
所
持
人
は
、
手
形
を
巡
遊
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。
た
だ
し
、

所
持
人
が
怒
誌
で
手
形
を
取
得
し
た
と
き
、
取
得
の
と
き
に
前
一
過
失
が
あ
る

〈

2
v

と
き
は
、
こ
の
か
ぎ
り
で
な
い
。
」

と
こ
ろ
が
、
本
糸
に
つ
い
て
一
九
三

O
年
五
月
一
五
日
の
第
一
説
会
第
六

回
会
議
で
、
ド
イ
ツ
代
表
か
ら
、
修
正
案
、
が
提
出
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
木

条
に
統
い
て
、
次
の
文
よ
ど
を
一
五
条
二
項
に
付
加
す
る
と
い
う
提
案
で
あ
る
。

「
彼
〔
所
持
人
〕
が
手
形
取
得
に
際
し
、
譲
渡
人
が
資
格
あ
る
所
持
人
で
な
い

こ
と
、
代
理
人
で
な
い
こ
と
、
手
形
を
処
分
す
る
権
限
が
な
い
か
、
ま
た
は

法
的
に
処
分
す
る
能
力
が
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
時
に
、
所
持
人
は
悪
意

(
3
)
 

で
行
為
し
た
の
で
あ
る
。
」

こ
の
修
正
案
に
よ
れ
ば
、
本
条
は
所
有
権
、
代
理
権
、
処
分
権
限
、
能
力

の
欠
供
等
の
回
収
庇
が
襲
警
に
あ
る
場
人
け
で
も
、
取
得
者
の
善
意
に
よ
り
、
こ

の
限
庇
が
治
癒
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
内
谷
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

ト
イ
ツ
代
表
の

p
z
ω
8
3
E
は
、
修
正
案
を
提
山
し
た
理
由
を
次
の
様

に
説
明
す
る
。
「
懇
意

(σ
邑

E
F
)」
の
定
義
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
「
も
し
、
:
:
・
条
文
の
解
釈
が
、
種
々
の
国
々
に
任
さ
れ
る
な
ら
、
い

か
に
多
数
の
対
立
し
た
意
見
が
生
じ
る
か
想
像
で
き
よ
う
。
」
そ
れ
で
は
、
悪

意
と
は
何
か
、
「
ド
イ
ツ
の
普
通
法
(
の
2
B
E
B
E
E
S
-
ω
耳
)
が
与
え
る

答
は
、
き
わ
め
て
明
瞭
で
あ
る
、
も
し
あ
る
者
が
「
違
法
(
町
月
間
三

E々
と
を

知
っ
て
い
る
か
、
ま
た
は
重
過
失
に
よ
り
、
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
に
、

そ
れ
が
悪
意
で
あ
る
。
」
と
こ
ろ
が
、
草
案
は
悪
意
の
定
義
を
含
ん
で
い
な

ぃ
、
つ
ま
り
、
草
案
か
ら
、
手
形
を
取
持
し
た
者
の
悪
意
が
い
か
な
る
も
の

月

4
〉

か
、
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
そ
れ
に
対
し
、
「
ド
イ
ツ
代
表
の
提
出
し
た
条

女
の
下
で
、
唯
一
の
決
定
的
な
事
実
は
、
手
形
の
取
得
者
が
、
譲
渡
さ
れ
る

手
形
に
お
け
る
殿
庇

(ι
。
町
内
円
円
日
)
を
知
っ
て
い
る
か
、
ま
た
は
重
過
失
に
よ

り
知
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
そ
れ
故
、
直
接
の
裏
書
人
が
手

形
に
対
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
を
、
所
持
人
が
知
っ
て
い
る
か
、

重
過
失
に
よ
り
知
ら
な
い
と
き
、
手
形
を
取
得
し
な
い
、
し
か
し
、
あ
る
以

;lU1;25C2・124)290



前
の
一
一
兵
書
人
が
手
形
を
失
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
、
ま
た
は
電
過
失

で
知
ら
な
い
場
合
に
は
、
所
持
人
は
手
形
を
所
持
す
る
完
全
な
権
利
を
有
す

円

6
)

る
こ
と
に
な
る
。

」
の
修
正
案
に
対
し
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
代
表

F
F
9
3
E
が
批
判
を
提
起
し

た
、
悪
意
の
概
念
は
充
分
明
ら
か
で
、
そ
れ
は
「
手
形
取
得
者
が
、
手
形
漆

波
人
は
手
形
を
処
分
す
る
権
利
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と

の
認
識
、
事
実
〕
に
基
づ
く
、
修
正
案
が
、
善
意
取
得
者
を
保
護
す
る
原
理

(
の
行
}

を
、
無
能
力
者
か
ら
取
得
し
た
者
に
拡
張
す
る
の
は
問
題
で
あ
る
、
「
無
能

tコ

力
者
の
利
益
は
、
善
意
で
手
形
を
取
得
し
た
者
の
た
め
に
、
犠
牲
に
さ
れ
る

べ
9
v

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
」
も
し
本
会
議
が
手
形
行
為
能
力
に
つ
い
て
の
準
拠
法

と
し
て
本
悶
法
を
選
択
す
る
と
な
る
と
、
修
正
案
を
採
る
結
果
、
通
常
の
債

手形法16条2項iこし、わゆる「善意」について

務
と
の
不
均
衡
が
発
生
す
る
、
結
局
、
ド
イ
ツ
の
提
案
は
極
端
に
走
り
す
ぎ

る。
以
上
に
対
し
、
イ
タ
リ
ア
代
表
の
の
E
E
E
H
が
双
方
の
調
停
す

H
指
す
次

の
意
見
を
述
べ
た
、
ド
イ
ツ
代
友
の
修
正
案
に
あ
る
「
譲
渡
人
が
:
:
・
代
理

人
で
な
い
こ
と
、
手
形
を
処
分
す
る
権
限
が
な
い
か
、
ま
た
は
法
的
に
処
分

す
る
能
力
が
な
い
:
:
・
」
と
の
文
-
一
一
司
は
、
「
適
法
な
所
持
人
公

z
r包
巴
ヨ
ω
件。

h

H

)

(

同

M
u

r--L2)」
に
対
す
る
付
加
的
な
説
明
に
す
、
ぎ
な
い
、
と
す
れ
ば
ド
イ
ツ
代
表

と
一
専
門
家
委
員
会
の
案
と
で
差
は
な
い
、
結
局
、
表
現
の
問
題
に
す
、
ぎ
ず
、

こ
れ
は
起
車
委
員
会

(
O
B
E口
R
h
cヨ
ヨ
一
三
耳
)
に
任
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
他
、
イ
ギ
リ
ス
代
表
の
の
三
常
円
五
%
が
イ
ギ
リ
ス
法
上
の

(『邑

E
江
戸
)
」
概
念
を
説
明
し
、

「
悪
意

オ
ラ
ン
ダ
代
表
の

ω円
Z
-
g
g旬
、
が
、
修
正

案
の
け
的
は
怒
怠
の
定
義
に
と
ど
ま
ら
ず
、
悪
意
の
判
断
の
場
合
に
、
所
持

人
と
向
篠
の
前
者
と
の
関
係
か
、
ま
た
は
過
去
に
発
生
し
た
こ
と
の
い
ず
れ

が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題
、

つ
ま
り
一
五
条
二
項
の
悪

意
は
、
何
に
山
川
け
ら
れ
る
の
か
と
の
問
題
を
提
起
し
た
。

以
上
に
対
し
、

ρ
E
E
C者間
E
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
代
表
の
主
張
す
る
ほ
ど
、

本
条
の
忠
窓
は
明
確
で
は
な
い
と
反
批
判
を
加
え
、
修
正
案
は
上
述
の
困
難

の
解
決
を
日
的
と
す
る
、
さ
ら
に
「
一
五
条
二
項
は
「
譲
渡
行
為
公

Z
R件

ch
円
E
口
氏

2
)
」
が
不
完
全

(
5
5
E古
伊
丹
乙
で
あ
る
場
合
の
み
に
及
ぶ
」
趣

(は〉

旨
と
答
弁
し
た
。

そ
の
他
、
フ
ラ
ン
ス
代
表

F
2
2
2は

ハ

l
グ
会
議
も
専
門
家
委
員
会

も
、
こ
の
こ
と
を
見
逃
し
て
い
た
の
で
な
い
、
「
し
か
し
、
検
討
は
、
悪
意
の

概
念
は
す
べ
て
凶
々
を
満
足
さ
せ
る
よ
う
に
、
定
義
す
る
こ
と
が
不
可
能
で

あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
本
条
で
こ
の
意
味
を
定
義
す
る
試
み
は
、
実
際
に
は
、

北法25(2・125)291

こ
の
概
念
に
合
ま
れ
る
べ
き
場
介
に
及
ば
な
い
か
も
知
れ
ぬ
と
の
竜
一
大
な
障

(

日

}

宝
円
に
い
た
る
で
あ
ろ
う
。
」
そ
れ
故
、
本
会
議
に
叩
淀
川
さ
れ
た
条
文
を
採
用

し
、
も
し
可
能
な
ら
、
よ
り
適
切
な
表
現
の
提
案
は
起
草
委
員
会
に
任
さ
れ



料

る
の
が
最
上
で
あ
る
と
結
ん
だ
。

以
上
の
討
論
の
後
、
議
長
は
問
題
点
を
次
の
様
に
要
約
し
た
、
川
附
ド
イ
ツ

資

の
修
正
案
は
、
宏
司
宮
円
。
位
官
。

3
3
7
s
z
g
告
団
司
自
耳
目
印

a
o
E
玄
一
一
え

2
n
Eコ
四
九
と
い
う
条
文
を
、

J
J「
「
。
ョ
ロ
可
。
B
E
r
g
-
c与
え

ω
Z
=
c『

2
n
z
=四
%
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
が
、
二

S
ぺ
・
と
の
文
言
は
手
形
の
「
液

取
(
件
宮
子
Z
C
」
に
及
、
ば
な
い
か
ら
、
専
門
家
委
員
会
の
案
、
が
適
当
で
あ

内
川
)

る
、
同
修
正
案

ιよ
れ
ば
、
市
一
過
失
に
よ
り
不
知
の
場
合
に
、
所
持
人
は
懇

意
の
責
を
負
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
「
法
学
上
の
異
説

c
a
p
-
Z耳
ω
己
」

で
あ
る
、
川
修
正
案
の
「
彼
(
所
持
人
)
が
手
形
を
処
分
す
る
権
限
が
な
い
か
、

ま
た
は
法
律
上
能
力
が
な
い
」
と
の
部
分
は
、
所
持
人
の
「
前
者
(
司
『
正
常
。

自
己
円
)
」
に
関
連
す
る
、
ま
た
こ
こ
で
、
出
'
尽
す
べ
き
は
、
修
正
案
に
よ
れ
ば
、

「
た
と
え
、
手
形
の
災
害
を
し
た
者
に
凶
有
の
限
ぃ
批

(
L
止
め
丘
一
口
rm百
三

宮

江
戸
。
胃
2
0ロ
g
L
C
2
5町
三
に
よ
り
、
一
兵
書
が
有
効
で
な
く
と
も
、
次
の

所
持
人
が
手
形
に
付
費
し
た
全
て
の
権
利
と
と
も
に
、
手
形
を
受
け
取
っ
た

こ
と
を
定
め
る
条
文
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
」
、
修
医
案
と
専

門
家
委
員
会
の
条
文
の
問
に
は
、
前
一
大
な
相
違
が
見
ら
れ
る
、
こ
の
点
で
、

修
正
案
は
専
門
家
委
員
会
の
案
に
比
較
し
て
、
裁
判
官
に
裁
匿
の
余
地
を
残

し
て
い
な
い
、

「
草
案
の
条
文
は

「
直
接
の
譲
渡
人
公

Z

5
ヨ止
E
g

ォ
gmpzる
」
に
つ
き
、
所
持
人
が
悪
意
か
有
か
、
ま
た
は
「
前
者
公

Z

七円。
L
O
F・2
虫
V

円一)」

に
つ
』
さ
、

思
意
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
、
裁
判
官
の

断自
は由
でに
き任
な(か
l，19せ
。て
L 、
る

」ー

い
ず
れ
が
妥
当
な
表
現
か

議
長
は
即
座
に
判

以
上
で
、
こ
の
日
の
会
議
は
終
了
し
、
議
論
は
一
九
三

O
年
五
月
一
六
日

の
会
議
に
移
さ
れ
た
。

翌
日
の
会
議
の
冒
頭
、
イ
タ
リ
ア
代
表
の
の

E
E
E
発一一一一
H

の
後
、

ρ
E
E
I

C
耳
ω
広
、
が
ニ
の
説
明
に
満
足
し
て
、
修
正
案
を
撤
閉
す
る
こ
と
に
よ
り
、
木

条
を
め
ぐ
る
議
論
に
決
策
を
み
た
。

。ZE
E
-
の
説
明
、
川
「
悪
意
」
を
定
義
す
る
川
題
は
、
手
形
法
に
限
ら

ず
、
国
際
法
の
他
の
領
域
で
も
生
じ
う
る
か
ら
、
「
悶
際
的
悦
点
か
ら
見
て
、

解
釈
が
疑
わ
し
い
と
の
仮
定

(
5
2
2又
5
コ
)
を
避
け
る
た
め
、
問
題
を
生

望
ま
し
い
よ
う
に
見
え
る
o
」
同

じ
さ
せ
な
い
の
が
、

一
般
的
視
点
か
ら
、

「
能
力
」
に
つ
き
、
手
形
の
流
通
を
容
易
に
す
る
問
題
と
、
無
能
力
者
の
保
護

の
問
題
と
が
対
立
す
る
、
し
か
し
、
ハ

l
グ
会
議
で
、
能
力
に
つ
い
て
本
国

法
が
効
力
を
持
つ
と
決
定
さ
れ
た
、
川
な
お
、
修
在
案
に
ふ
れ
ら
れ
た
他
の

問
題
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
の
提
案
は
、
「
一
般
報
竹
宮
2
2と

3
3ユ)」

で
充
分
説
明
さ
れ
、
こ
の
報
告
は
問
題
の
た
め
に
係
ら
れ
る
解
決
を
説
明
す

る
で
あ
ろ
う
と
発
一
一
一
一
同
し
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
、
イ
タ
リ
ア
代
表
は
本
条

を
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
の
に
賛
成
し
た
宅

二|ヒ11;25(2・126)292



以
上
で
本
条
を
め
ぐ
る
第
一
読
会
第
六
回
会
議
で
の
議
論
は
終
了
し
て
、

草
案
一
五
条
二
項
は
第
一
読
会
で
承
認
さ
れ
た
。

な
お
、
起
草
委
員
会
は
、
本
条
(
白
地
手
形
に
関
す
る
手
形
法
一

O
条
が

付
加
さ
れ
た
た
め
、

一
六
条
二
項
と
な
っ
た
〉
に
つ
き
、
会
議
の
議
論
を
ふ

ま
え
て
、
次
の
よ
う
な
報
合
(
問
。
可
申
ユ
宥
子
。
仔
え
さ
d
m
g
E
E
2
2〉を

作
成
し
た
。

報
告
川
「
(
修
正
案
に
関
す
る
)
議
論
の
後
、
種
々
の
国
々
に
お
け
る
問
題

に
つ
き
、
採
ら
れ
て
い
る
見
解
に
応
じ
た
、
悪
意
の
明
確
な
定
義
を
与
え
る

仁ネ

こ
と
は
不
可
能
と
見
え
、
ま
た
修
正
案
は
、
法
律
上
無
能
力
で
あ
る
者
の
な

し
た
、
裏
書
の
運
命
つ
ま
り
、
種
々
の
闘
の
立
法
に
残
さ
れ
て
い
る
問
題
に

手形法16条2項i二L、わゆる「善意」について

つ
い
て
、
規
制
す
る
こ
と
を
意
関
す
る
の
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
こ
の
修

医
案
は
否
決
さ
れ
た
。
」

報
告
同
「
最
初
の
被
裏
書
人
が
、
手
形
の
紛
失
ま
た
は
盗
難
(
よ
り
一
般
的

に
は
、
所
持
人
が
手
形
を
不
法
に
失
な
っ
た
と
の
事
実
)
に
気
付
か
な
い
と

き
、
他
の
被
裏
書
人
が
、
手
形
は
か
つ
て
、
不
法
に
盗
ま
れ
た
こ
と
を
知
る

べ
き
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
手
形
に
付
着
す
る
炭
庇
は
除
去
さ
れ
、
手
形
は

そ
れ
故
、
他
の
被
一
一
良
唯
一
日
人
に
譲
渡
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
。
」

以
上
の
よ
う
な
共
通
の
了
解
の
下
で
、
結
局
本
条
は
そ
の
ま
ま
、
第
二
読

会
の
承
認
を
得
て
、
空
手
形
法
一
六
条
二
項
の
成
立
を
一
何
時
。
〉

本
条
の
成
立
経
過
か
ら
、
本
条
の
問
題
を
要
約
す
る
と
、
起
草
委
員
会
の

報
特
が
簡
潔
に
述
べ
る
と
お
り
、
ま
た
会
議
の
議
論
の
経
過
も
ま
た
示
す
と

お
り
、
議
論
は
主
と
し
て
、
無
能
力
者
の
な
し
た
一
災
害
の
法
的
処
遇
の
問

題
、
さ
ら
に
本
条
の
内
容
の
確
定
に
よ
る
、
ト
小
条
の
適
用
範
閲
の
明
確
化
の

問
題
、
こ
の
二
つ
に
集
中
し
た
。

前
者
に
つ
い
て
は
、
本
会
議
で
介
意
さ
れ
た
、
「
法
の
紙
触
に
閲
す
る
条

(
幻
)
〈
幻
)

約
」
第
二
条
に
よ
る
と
お
り
、
無
能
力
者
が
所
属
す
る
阿
の
法
が
効
力
を
持

つ
の
で
あ
る
か
ら
、
ド
イ
y
代
表
の
修
正
案
は
、
無
能
力
者
に
よ
る
史
書
に

よ
り
、
得
意
取
得
の
成
立
を
認
め
る
結
果
、
こ
の
限
り
で
、
こ
の
条
約
第
二

条
と
矛
盾
を
生
ず
る
た
め
、
多
数
の
代
表
の
支
持
を
得
ら
れ
た
か
っ
た
訳
で

あ
る
。
で
は
、
無
能
カ
者
の
だ
し
た
災
官
一
円
と
本
条
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
統

一
会
議
の
採
っ
た
態
度
は
、
い
か
な
る
も
の
か
、
法
子
不
明
瞭
で
、
疑
問
を

残
す
が
、
本
条
に
よ
り
詩
意
取
得
の
効
果
を
認
め
る
か
存
か
を
、
各
国
法
に

委
ね
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
限
り
で
本
条
の
解
釈
に
つ
き
、
各
国
の

分
裂
を
外
じ
て
も
、
や
む
を
え
な
い
と
L
た
も
の
で
あ
ろ
う
ι
守

後
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
や
一
叶
え
よ
ろ
、
小
本
条
に
い
わ
ゆ
る
手
形
が

「
失
な
わ
れ
た

2
5
)
E百
mm
止
に
と
い
う
法
交
の
意
味
は
、
手
形
の
液
難
・
遺
失

・
横
領
の
場
合
を
予
想
し
て
い
る
、
そ
し
て
以
上
の
原
同
で
手
形
が
所
持
人

か
ら
失
な
わ
れ
、
結
局
、
善
意
の
被
災
乃
人
の
手
に
帰
し
た
と
芝
、
も
と
の
所

持
人
は
手
形
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
=
』
の
よ
う
な
内
容
を
持
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料

っ
と
す
れ
ば
、
本
条
は
取
得
者
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
手
形
を
取
得
す
る
と
こ

ろ
の
「
裏
書
」
以
外
の
災
者
に
別
抗
が
あ
る
場
合
の
み
を
予
定
し
、
無
能
力

資

者
に
よ
る
一
一
災
害
も
そ
の
一
例
で
あ
る
、
取
統
あ
る
「
災
害
」
に
よ
る
手
形
取

得
を
、
そ
の
適
用
範
閉
の
中
に
入
れ
て
い
な
い
、
つ
ま
り
取
得
行
為
の
的
庇

を
木
条
は
予
想
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
と
お
り
、
統
一
会
議
の
資
料
に
あ
ら
わ
れ
た
、
本
条
に
関
す
る
討

議
が
一
示
す
と
お
り
、
広
範
聞
で
存
意
取
得
を
肯
定
す
る
ト
イ
ツ
手
形
条
例
七

四
条
の
通
説
を
明
文
化
す
る
、
ト
イ
ツ
代
表
団
の
提
案
は
、
統
一
会
議
の
各

国
の
承
認
を
得
る
こ
と
が
で
k

さ
ず
に
お
わ
っ
た
。

(
1
)

手
形
訟
・
小
切
手
法
の
統
一
運
動
を
概
観
す
る
、
我
闘
の
文
献
と

し
て
、
問
中
(
耕
〉
「
世
界
訟
の
理
論
」
第
三
巻
(
著
作
集
血
)
昭
二
九

・
五
頁
以
下
、
外
国
の
文
献
は
多
数
に
の
ぼ
る
が
、
同
え
ω
c
z
E仏

司己

-2・
、
吋
一
括
門
口
需
S
m
E
C
E
-
c
=
-
2
2門
5
ロ
O
町一
Fm宅
ω(UC口
2
2
5何

回
奈
良
伊
丹
宮
口
問
ゆ

2
8
3
玄
白
ω
『〈・「岡山

2
・ωωω
が
要
領
の
良

い
概
観
を
与
え
る
。
個
々
の
条
文
に
立
入
っ
た
検
討
を
加
え
る
、
我

国
の
文
献
と
し
て
、
ハ

l
グ
統
一
規
則
を
扱
か
う
、
毛
戸
「
統
一
手

形
法
論
」
(
大
三
)
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
統
一
法
に
関
す
る
、
大
橋
つ
新
統
一

手
形
法
論
川
則
的
」
(
昭
七
・
八
)
が
あ
る
。
外
国
の
文
献
と
し
て
、
英

米
法
と
ハ

l
グ
統
一
規
則
を
比
較
し
た
も
の
に
、
戸
?
角
)

ηC口『己
]Fη
仲

C『-ロ，君老函吋口州。
uL-臼門江
Fロ悶
4

件?けr《c)
『

σ》凶ニ
--ωm俗w=《仏】口
D
-昨寸耳内巾川出
ωF.
一∞一∞温

J
Y

ュ

ネ
!
ブ
統
一
円
以
と
比
絞
し
た
も
の
に
、
前
織
の

Z
E
m
C口
ω
E
-
v，o
J

--q
論
文
が
あ
る
が
、
も
っ
と
も
詳
細
な
も
の
は
、

Z
E司
E
w
u
m戸凶

2
=
z
x
z
n
Z
4ぐ
2
7自一『
2
7丹
仏
君
。
2

5
〈
え
円
相
向
。
一
回
ω
ム
で

あ
ろ
う
。

以
上
と
、
若
干
の
文
献
に
よ
り
、
本
条
成
立
の
前
史
の
あ
と
を
た

ど
っ
て
み
る
の
が
、
理
解
を
容
易
に
し
よ
う
。
統
一
規
則
一
五
条
二

項
は
、
第
一
回
ハ

1

グ
会
議
で
ド
イ
ツ
代
表
が
、
適
法
に
一
証
明
さ
れ

た
(
向
。
r
~
E
m
E
m向。
3
2
2
)
所
持
人
は
、
手
形
を
悪
意
ま
た
は
章
一

過
失
で
取
得
し
た
と
き
に
限
り
、
手
形
返
還
の
義
務
を
負
う
と
提
案

し
た
こ
と
に
起
、
源
を
遡
る

(
E
E
L
-
E
C
J
ω

∞
一
一
円
P
E
S
O
-

ω'
主
〉
コ
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ハ
ン
カ
リ
ー
が
提
案
に
賛
成
し
、
手
形

善
意
取
得
に
つ
き
明
文
の
規
定
を
持
た
な
い
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
領
域

(
ベ
ル
ギ
ー
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
)
も
、
こ
れ
に
賛
成
し
(
亡

F
E
C
・

ω
念
。
、
「
為
替
手
形
の
偽
造
、
変
造
、
遺
失
(
U
O
P
E
-
乱。
ω
と
な
i

B
巴

g-
母
一
ロ
ヨ
円
円
。
《
凶
作
-
白
一
色
だ

o
n
r
g
%と
に
関
す
る
草
案
W
M

章
の
第
八
一
条
が
成
立
し

(
ω
E
=
N
f
E
0
・
ω・
∞
一
)
、
「
為
替
手
形
の

逸
失
の
場
合
、
適
法
所
持
人
は
手
形
返
還
の
義
務
は
な
い
、
た
だ
し

悪
意

(
B
2
5
2
F
C
ま
た
は
重
過
失
の
場
合
は
こ
の
か
ぎ
り
で
な

い
。
」
と
定
め
ら
れ
た

(
0
2己申
H

言

。
G2宗門
2
2
0
0
F
ω
Z
2
2

官
。
ロ
円
守
口
口
広
岡
町
mwtqロ
仏
ロ
仏
コ
〕
存
命
コ
ロ
Z
E
恥円。仏命一作一二一円。《由。円
}

d

h
凶

l

1ヒ法25(2・128)294

ロ腎・

ι。
z
=
a
P
2
L円。

a
ι
。
η
7
2
5・
〉
♀
自
国
・

5
一N
.

司・∞吋

に
よ
る
、
以
下
〉
♀
2
国
と
略
称
す
る
〉
。
た
だ
し
、
こ
の
段
階
で
、

第
八
一
条
が
「
遺
失
」
の
場
合
を
特
別
に
扱
か
う
趨
回
日
(
遺
失
手
形

の
善
意
取
得
の
み
が
認
め
ら
れ
、
盗
取
さ
れ
た
手
形
に
は
こ
れ
を
認



白」について手形法1'6条2項にし、わゆる「善

め
な
い
)
か
、
資
料
か
ら
明
確
で
な
い

(
2
E
N
-
-
E
O
-
-
ω
・∞一『・

な
お
伊
Y
2
5
2
5・
0
2
者
丹
Y
E
3
3
σ
庁
長
官
庁
ヨ

2
E
l

rロ
E
n一三
g
d
Z
2
2
4司
R
r指
定
日
告

-
U
E
-
の円何回『凹若山一

E
U
ω
A
-

m-o
参
照
)
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
一
一
一
年
の
第
二
回
の
ハ

l
グ
会
議
で
、
オ
ー
ス

ト
リ
ア
代
表
が
、
本
条
の
意
義
を
強
調
し
、
手
形
遺
失
の
場
合
に
本
条

の
適
用
が
限
定
さ
れ
る
の
は
狭
す
ぎ
る
と
主
張
し
、
善
意
の
第
三
者

が
保
護
さ
れ
る
場
合
と
し
て
、
委
託
さ
れ
た
手
形
の
譲
渡
を
あ
げ
た

(ω
窓
口

N
f
E
O
-
-
ω

忠
一
一
z
g
p
F
y
o
x
cロ
ι
叶

E
問
者

Z
R
内
山
内
切

〉
同
門
戸
万
一
二
回
〉
古
田

N

・
巧
2
-
E
-
唱
え
N
-
g
u
m
-
H
2
g
m
g
-
一宮
U-

ω・
5
日
間
円

yn〆
5
何
E
S
P
E
C
-
ω
・
5
)，
つ
ま
り
、
討
論
の
内
容

は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
九
一
二
年
六
月
一
一
六
日
の
第
一
回
修
正
委
員
会

(
2
2広
舟

&
d
E口
)
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
代
表
の

Z
3
2
が
次
の
提
案
を
し
た
、

本
条
か
ら
「
為
替
手
形
の
遺
失
の
場
合
に
」
と
の
文
言
を
削
除
す
る
、

為
替
手
形
の
「
善
意
取
得
者
色
白

2
ゑ
月
三
宮
口
口
市
ぽ
〕
」
保
護
の
た

め
、
よ
り
広
範
な
基
礎
が
確
立
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
、
遺
失
の
場
合

が
実
際
に
重
要
で
あ
る
が
、
為
替
手
形
の
受
託
者
(
伝
吉
己
昨
包
括
)

が
不
法
に
表
書
し
た
場
合
に
も
善
意
者
が
保
護
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

〉

a
g国
司

-ug。

ハ
ン
カ
リ
l
代
表
は
、
本
条
が
手
形
遺
失
の
問
題
で
な
い
か
ら
、

本
条
を
「
手
形
上
の
権
利
行
使
の
総
則
」
の
章
に
入
れ
る
こ
と
を
提

案
し

(
2
2
N
f
s

。Jω
・
∞
日
)
、
こ
の
提
案
は
理
由
が
あ
る
と
し
て

承
認
さ
れ
た
(
〉

a
g一
古
田
∞
)
。
以
上
の
討
議
を
経
て
、
ま
た
英

米
法
(
抑
ω
(

戸)∞
HWP
明
∞
(
N
)
L
S
Z
F
参
照
)
で
認
め
ら
れ
て
い
る
、

無
記
名
式
の
手
形
を
採
用
し
な
い
と
決
し
て
(
詳
細
は
国
名
E
-
U
2

2
ロ
7
Z己
主
再
巧
2
7
E
E
n
Z
仏

2
0
2
F
H
〈

2
可
即
仲
間
巾
・

3ω
ム

.ω
・

一ω
h
h
参
照
〉
、
草
案
八
一
条
は
「
裏
書
」
の
章
に
移
さ
れ
て
、
ハ

l
グ
統

一
規
則
一
五
条
二
項
が
成
立
し
た
。

修
正
委
員
会

(
(
U
0
5
2
3
8
今

月
?
2
5る
が
会
議
に
提
出
し

た
報
告
ハ

Z
3ー
の
月
ロ
と

ω
5
q
g
が
作
成
〉
は
、
本
条
の
性
格
を

次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
一
五
条
二
項
の
規
定
は
、
形
の
う
え
で
い
く
ら
か
の
修
正
は
あ

る
が
、
一
九
一

O
年
の
草
案
八
一
条
の
再
現
今

3
8含
2
5口
)
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
い
か
な
る
例
外
的
場
合
に
、
為
替
手
形
が
、
裏
書
の

連
続
に
よ
り
所
持
人
で
あ
る
者
に
対
し
、
返
還
を
請
求
さ
れ
う
る
か

を
定
め
る
。
こ
の
場
合
を
定
め
る
た
め
、
一
五
条
二
項
は
、

hu事
由
の

如
何
を
問
わ
ず
為
替
手
形
の
占
有
を
失
し
な
い
た
る

(L令
g
m
E
2〉

場
合
々
と
定
め
る
。
こ
の
表
現
に
よ
り
、
所
持
人
が
意
思
な
く
し
て

(
盗
難
、
紛
失
)
、
そ
れ
か
ら
所
持
人
の
損
失
と
な
る
詐
欺
(
背
任
、
詐

欺
)
に
よ
り
占
有
を
失
な
っ
た
場
合
を
意
図
し
て
い
る
。
」

BEXFaRZ

n
o口
京
高
月
。
品
。

g
出
身
内
宮
ロ
ニ
J
5
5
2
2
0ロ
L
Z
L
3広

g
自
己
目

l

品川円。《山内]均一二〕
1
0

牛
命
円
ゲ
ω
口問内・《凶ゆゲニ一
mw

昨日

D
同仏コ叩め円

ι
m
n
r。』口。

北法25(2・129)295

(
2
)
 〉

ag--
℃・∞
M
)

円、
2
m
E
C『
Z
h
E
C口
m-
日コ昨今円
E
Z
C
E一
の
C口町内
5
2
2
r「
子
。



料

c
z
b
g
t
Dロ
O町
子
。
宮
司
ω
Dロ
回
一
一
切

C『
m
x
n
Eロ
mmw
官
D
B
5
0ミ

ロ
o
g
m
g
L
n
Y
2
5
ω
・
市
話
回
出
E
g
q
O
G
E
E
g
g
-
-
u
ω
口・司

ωム

(
以
下
り
0
2
5
8
Z
と
略
称
)
に
よ
る
。

(
3
〉

F
Z同ロ巾

o
h
Z目
t
o
g
-
河内口
O三回

O『
子
ゆ

F
Z
B巳
5
5一
行
。
ロ
l

『

2
2
2
h
D
H
F
。c
a
b
s
Z
8
9
ご
ω
5
2
r
M
-
r
c
Z
H
n
rロ
m
p

円高

0
3自
由
。
吋
可
ロ
c
g回
凶
ロ
仏
門
}
百
A
C
E
-
2
2丹
m何
回
古
口
・
回
三
回

D『何
xnrl

g
向。

E
L
F
-
E自
c
q
z
q
g凶・一也
ω口・匂・
-
U
吋
(
以
下

H
N
2
2含
と

略
称
)
な
お
、
専
門
家
委
員
会
の
案
に
よ
れ
ば
、
ま
巧
「
内
耳

ω
胃

a
g

Y
E
g
g
去
名
0
5
2可
と
あ
る
が
、
修
正
案
で
は
、
二
塁
。
5
ω

刃
3
3
7
m
m
F
ω
勺
と
あ
る
。

(
4〉
ド
イ
ツ
代
表
に
よ
れ
ば
、
手
形
取
得
者
の
悪
意
は
、
前
者
守
3
日
!

ハ

-
E問
。
ロ
LC叫
措
吋
)
が
手
形
に
対
す
る
権
利
を
有
し
な
い
と
の
事
実
に

よ
る
の
か
、
そ
の
他
の
事
実
、
た
と
え
ば
「
以
前
の
裏
書
人
守
品
三
1

2
m
g
L
2月
司
)
」
が
手
形
を
失
な
っ
た
と
の
事
実
に
か
か
る
か
を
、

草
案
は
明
確
に
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
、
同
N
2
2
L
P
-
Y
句。

(
5
)
河

2
2《戸沼・

3
吋

(
6
〉
月
2
2含
・
っ
・

3
吋

(
7
)
H
N
2
2
L
F
℃
・
一
句

(
8
)

た
だ
し
、
∞
三

r
2
3
E
は
、
ド
イ
ツ
の
修
正
案
が
、
為
替
手
形
の

流
通
(
2円
E
F
t
-
5
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
を
認
め
る
、

HN20丘
ω

℃目一回吋。

(
9
〉
岡
山
内

B
丘
m-

℃-一回吋

(
叩
〉
専
門
委
員
会
で
作
成
さ
れ
た
、

U
E
P
〉
E
n
-
2
9町
〉
の
g
d
z

資

伸一

S
の
三
条
は
、
「
為
替
手
形
に
よ
り
債
務
を
負
担
す
る
者
の
能
力

は
、
本
国
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
」
と
あ
る
結
果
、

こ
れ
に
よ
る
と
、
無
能
力
者
に
よ
り
な
さ
れ
た
契
約
は
無
効
で
あ
る

の
に
、
修
正
案
に
よ
れ
ば
、
手
形
は
無
能
力
者
か
ら
有
効
に
取
得
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
不
整
合
な
結
果
を
生
ず
る
、
こ
れ
が
ポ
ー

ラ
ン
ド
代
表
が
反
対
す
る
理
由
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
り
S
P
〉
ユ
E
g
c
h
〉
の
C口〈
2
2
0ロ
三
条
は
、
そ

の
辛
子
ま
の
CD〈
oztc口町
OH
同『め印。=一
2
ロ何回同件。『

n
2
g
w口口
Cロ
2F円
仲
間

。『

F
宅
ω
宮
内
Dコ
5
2
5口
君
主
d
z
z
m
C『
2
口
E
D向。

E
L
廿

3
3
2
1

0
門司ロ
G
昨
日
の
第
二
条
と
し
て
、
合
意
さ
れ
た
。

(
什
)
つ
ま
り
、
イ
タ
リ
ア
代
表
は
、
無
権
代
理
人
、
処
分
権
限
、
処
分

能
力
(
手
形
行
為
能
力
)
を
欠
く
者
は
、
す
べ
て
「
適
法
な
所
持
人

公
Z

F虫
色
ヨ
え
m
r
9
5
2
)」
で
は
な
い
と
考
え
る
、
月
2
2含
七
・

5
∞。

(
ロ
)
の
三
庁
ユ
Lmゅ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
法
の
採
用
す
る
、
悪

意
の
存
否
の
判
断
基
準
は
、
手
形
を
受
け
取
る
と
き
に
、
所
持
人
の
意

識
に
な
ん
ら
か
の
疑
念
公

E
立
D
Dる
の
要
素
が
あ
る
か
ど
う
か
で
あ

る
、
ま
た
過
失
の
有
無
を
問
題
と
し
な
い
、
「
問
題
は
、
所
持
人
が

不
注
怠
か
否
か
で
な
く
、
不
誠
実
か
♀
2
7
2百
問
。
否
か
で
あ
る
」

の
C
2
2止
め
は
、
し
か
も
過
失
を
、
重
過
失
と
軽
過
失
に
分
別
す
る
の

が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
た
河
2
2含
官
官
-
Z∞
l
-
S。

(
竹
山
)
議
論
を
要
約
す
る
た
め
、
伊
宮
一
円
。
自
白
は
次
の
事
例
を
提
示
す
る
、

「
私
は
為
替
手
形
を
災
害
す
る
、
所
持
し
て
い
る
と
き
、
私
は
手
形
が

あ
る
時
、
遺
失
ま
た
は
盗
難
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
、
し
か
し

北法25(2・130)296



白

所
持
人
と
し
て
直
接
私
に
先
行
す
る
者
が
善
意
で
あ
る
こ
と
も
知
っ

て
い
る
、
こ
の
時
私
は
悪
意
で
あ
る
か
」
月
2
2骨
・
司
・

3
u

(
リ
門

)
H
N
2
2
L
ω
・同
y
呂田

ρ
E
ω
8
5
E
は
、
こ
の
修
正
案
に
よ
り
、

譲
渡
行
為
に
回
収
庇
あ
る
場
合
に
も
、
本
条
の
保
護
を
所
持
人
に
与
え

る
、
つ
ま
り
ド
イ
ツ
手
形
条
例
七
四
条
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
の
学
説

の
通
説
を
明
文
化
す
る
こ
と
を
試
み
た
訳
で
あ
る
。

(

同

)

岡

山

2
2
m
r・つ・

3
u

(
同
)
月
2
2
P・
甘
・
石
田

(

げ

)

閉

山

2
2
ι
F
官

一

回

国

(
氾
)
議
長
の
修
正
案
に
つ
い
て
の
説
明
か
ら
、
逆
に
統
一
規
則
一
五
条

二
項
の
趣
旨
を
推
測
す
る
と
、
本
条
は
手
形
が
庖
接
の
譲
渡
人
以
外

の
者
か
ら
、
何
等
か
の
理
由
で
、
失
な
わ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
点

に
つ
き
悪
意
で
な
い
か
ぎ
り
、
所
持
人
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
目
指

し
た
条
文
と
な
ろ
う

m
R
R含
・
宅
-
呂
田
l
I
M
C
0
0

(
円

)
H
N
2
2
L
m・日
M
M
O口

(
ぬ
)
こ
の
点
は
、
前
述
の
フ
ラ
ン
ス
代
表

F
弓
2
2
の
意
見
と
、
ほ

ぼ
同
じ
内
容
の
説
明
で
あ
る
、
剛
山
22Lω
・方
-MOO

(
引
)
こ
れ
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
代
表
の

ω己
r
c
g
E
の
意
見
と
同
じ
内
容

で
あ
る
、

HN22Lm-
同y
N
0
0

(包

)
H
N
2
2
ι
F
H
U
M
O
D
な
お
、
イ
タ
リ
ア
代
表
の
い
う
ご
般
報
告
」

と
は
、
後
に
紹
介
す
る
、
起
草
委
員
会
の
報
告
(
伊
吉
ユ
芝
丹

z

p
o
E
Z四円
D
E
ヨ
E
2〉
の
こ
と
か
。

HN2RLω
・℃・一

ωM

手形法16条2項にいわゆる「善意」について

(お〉

(
討
)
河

2
0町
内

宮

目

y
G
M

(
お
)
同
州
2
2含
・
勺
・
士
山

(
お
)
本
条
約
の
正
文
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
英
語
に
よ
る
が
、
英
文
は
以

下
の
と
お
り
、
J

そ
宮
弓

ω
唱。
a
o
z
r
E
F
2
2
ι
2
5出
虫
河
内
目
。
『
印

σ同i

一-
c
r
x口}冨口町内・

E
ω
口
可
自
民
ロ
ロ
命
同
君
rm丹ωOめ〈
2
・
5ゅ
yc一弘司同者
70

2
Z
Z
2
7
2
r
u
ユ
四
『
丹
丹
「
何
百
件
三
口
子
。
ョ
E
ロ
2
5
3立
C
口
止
古

同町。古「ゆ円句仏】ロ阿古田町内凶間『印刷》『】山口
O丹
rccDL
円
。
向
』
〈
命
口
百
江
戸
内
『
二
一

ロロ-。
ωω
『巾

rhz
日川』
c-円角川《同

F片岡
四

回

σmwL
『ω
E
7・
0円己コ一巾
ω出』口

EEMロi

王
国
間

F
H
Y巾
Y
E
g
g
m
E
}庁可申『

m
S田
口
。
問
]
応
2
2・
条
文
は

閉山
2
2仕
切
・
ω
印
に
よ
る
。

〈
げ
)
剛
山
2
C司
令
・
ガ
コ
な
お
註
(
旧
)
参
照
。

(
叩
叫
)
な
お
、
国
主
r
p
C
E
2
5
2岳
会
内
ぜ
〈
27ω
乙
E
Z
ι
2
0
3
E

〈め吋件同肘仲間。・

5ω
ム・

ω・印(〕

(
明
白

)
ω
丹E
N一-
E
O
-
-
ω
・∞ム

u
z
gユ口
r
w
g
o
w
ω
・
ω
?
ω
n
T
2
5
1

E
B
P
E
P
-
ω
N
4
・
な
お
、
戸
E
V
E
C
-
-
ω
・
印
日
参
照
、
た

だ
し
、
竹
田
「
手
形
法
・
小
切
手
法
」
(
昭
三

O
)
一
一
一
九
貞
は
「
:
:

結
局
学
説
に
任
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
・
・
:
」
と
あ
る
の
は
、
何
に

よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
他
豊
崎
・
前
掲
論
文
・
手
形
法
・

小
切
手
法
講
座
三
巻
二
二
八
頁
、
岡
島
・
前
掲
論
文
・
法
と
政
治
一

一
巻
一
号
一
一
六
頁
、
武
久
・
前
掲
論
文
・
彦
根
論
双
一
四
九
号
四

一
一
貝
、
田
辺
(
光
)
・
前
掲
論
文
・
阪
商
論
集
三
巻
一
・
二
号
九
七
頁

参
照
。

(
お
)
ド
イ
ツ
修
正
案
で
は
、
一
oえ
と
な
っ
て
い
た
が
、
議
長
は
手
形
の

北法25(2・131)297



料

盗
難
の
場
合
を
カ
ヴ
ァ
l
し
な
い
の
を
理
由
と
し
て
、
専
門
委
員
会

の
案
で
あ
る
日
佐
官
師
団
何
回
邑
を
採
用
し
た
こ
と
(
本
文
参
照
)
、
ま
た

ハ
I
グ
会
議
で
善
意
者
が
保
護
さ
れ
る
可
き
場
合
と
し
て
、
委
託
手

形
の
譲
渡
(
横
領
)
が
主
張
さ
れ
た
こ
と
(
注
(
1
)
の
オ
ー
ス
ト
リ

ア
代
表
の
提
案
参
照
)
、
い
ず
れ
も
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

(
引
)
善
意
の
被
裏
書
人
か
ら
譲
り
受
け
た
、
悪
意
の
被
裏
書
人
も
、
本

条
は
保
護
す
る
趣
旨
で
あ
る
。

H
N
2
0
円
安
・
℃
一
ω
N

(
幻
)
そ
れ
故
、
手
形
を
そ
れ
に
よ
っ
て
取
得
す
る
と
こ
ろ
の
「
一
一
周
封
書
」

に
寂
庇
の
無
い
こ
と
の
み
が
要
求
さ
れ
、
そ
れ
以
前
の
一
一
災
害
に
殺
庇

が
あ
る
た
め
、
そ
の
哀
蓄
が
無
効
で
あ
っ
て
も
、
諮
問
意
取
得
を
妨
げ

な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
手
形
が
失
な
わ
れ
た
場
合
と
し
て
例
示
さ
れ
て
い
る
の

は
、
手
形
の
市
町
難
・
遺
失
・
横
領
の
場
合
で
あ
る
か
ら
、
「
裏
書
の
連

続
」
の
要
件
を
満
足
す
る
た
め
、
通
常
そ
れ
に
伴
な
う
「
偽
造
裏
書
」

の
炭
庇
を
本
来
の
適
用
領
域
と
す
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
、
そ

し
て
、
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
こ
の
「
偽
造
宙
開
書
」
の
処
理
が
、
英

米
法
と
、
統
一
法
を
採
用
し
た
大
陵
法
と
の
差
問
問
を
な
し
て
い
る
。

さ
し
あ
た
り
出
毛
E
-
E
O
-
-
ω
M
M
『
を
参
照
。

資

lロl

(
1〉

英
米
法
と
の
比
較

英
米
子
形
法
は
、
統
一
手
形
法
二
ハ
条
に
対
応
す
る
規
定
を
欠
く
。
同
条

は
統
一
法
に
固
有
の
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
善
意
に
よ
り
治
癒
さ
れ
る
絞

一
枇
の
範
囲
如
何
と
い
う
、
当
面
の
問
題
に
は
、
個
々
の
手
形
取
得
行
為
の
殺

庇
毎
に
、
議
中
呼
応
の
取
得
者
に
与
え
ら
れ
て
い
る
保
護
範
囲
を
検
討
し
て
、
答

北法25(2・132)298

え
る
し
か
な
い
。
し
か
し
、
複
雑
な
英
米
手
形
法
の
充
分
な
検
討
は
困
難
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
問
題
の
断
片
に
対
す
る
答
で
し
か
な
い
が
、
手
形
の

善
意
取
得
に
関
し
て
、
統
一
法
の
立
場
の
「
認
識
」
を
深
め
る
た
め
、
最
も

鋭
く
統
一
法
と
英
米
法
が
対
立
す
る
点
の
抽
出
・
指
摘
で
満
足
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
、
統
一
手
形
法
二
ハ
条
と
英
米
手
形
法
と
が
、
そ
の
内
容
に
お

(
2
)
 

い
て
、
最
も
鋭
く
対
立
す
る
の
は
、
ど
の
点
か
。

門

4
u

共
通
の
起
源
、
取
引
に
お
け
る
経
済
的
な
機
能
の
類
似
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

統
一
法
に
よ
れ
ば
、
善
意
取
得
で
処
理
さ
れ
る
問
題
に
つ
き
、
英
米
法
が
そ

の
特
異
性
を
表
わ
す
の
は
、
「
偽
造
裏
書
」
の
処
理
の
場
合
で
あ
る
と
い
え
よ

【

n
O〕
ぅ
。
し
か
も
、
「
振
山
人
の
著
名
の
偽
造
」
の
場
合
に
は
、
こ
れ
と
異
な
る
解
釈

を
、
英
米
法
は
採
っ
て
い
る
。
前
者
は
豆

g仏
〈

J

ヘ0
5四-一
1
U
0
・A

吋
見
・

日
∞
に
、
後
者
は

H45
〈目

z
g
f
二四日

ω
∞己口・

5
2
に
遡
る
原
則
で

あ
る
。つ
ま
り
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
統
一
法
は
、
災
害
の
連
続
し
た
手
形
を
善
意
・
無

過
失
で
取
得
し
た
所
持
人
は
、
手
形
が
盗
難
・
遺
失
に
あ
い
、
そ
の
後
に
一
一
投

書
が
偽
造
さ
れ
た
こ
種
の
談
渡
人
の
所
有
権
欠
飲
の
)
場
合
で
も
、
手
形



を
取
得
す
る
こ
と
を
認
め
勺
こ
の
原
則
の
系
と
し
て
、
支
払
人
は
裏
書
の

形
式
的
連
続
を
調
査
し
さ
え
す
れ
ば
足
り
、
裏
書
連
続
に
よ
り
自
己
の
権
利

を
一
証
明
す
る
所
持
人
に
対
し
、
善
意
で
支
払
っ
た
と
き
に
は
、
免
責
さ
れ
る

〔

8
)

こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
英
米
法
は
、
振
出
人
の
署
名
偽
造
と
異
な
り
、
偽
造
裏
警
は

全
く
無
効
と
定
め
、
統
一
法
の
よ
う
に
、
画
一
的
に
善
意
取
得
者
の
保
護
を

〔

9
v

は
か
る
こ
と
を
認
め
な
い
。

こ
の
よ
う
な
、
英
米
法
に
お
い
て
特
徴
的
な
、
「
偽
造
」
の
場
合
で
も
、
振

ω 
出
人
の
「
署
名
偽
造
」
と
「
裏
書
偽
造
」
に
扱
か
い
の
差
を
認
め
る
法
の
構

手形法16条2項にL、わゆる「善意」について

造
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
統
一
法
の
提
起
す
る
解
決
に
、
さ
ら
に
、
当
面

の
課
題
の
解
決
に
あ
ら
た
な
理
解
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。

英
米
の
原
則
の
基
礎
を
形
成
し
た
、
前
掲
引
用
の
判
決
の
紹
介
を
試
み
る

」
と
に
よ
り
、
英
米
法
の
解
決
を
示
す
こ
と
に
す
る
。

可
ユ
円
内
〈

-
Z
2ケ
ミ
m
N
・
ω
四
日
円
・

5
2

英
米
法
と
統
一
法
が
、
大
む
ね
、
一
致
し
て
い
る
の
は
、
「
振
出
人
」
の
署

名
偽
造
の
処
理
で
あ
ろ
う
。
丙
者
と
も
「
手
形
行
為
独
立
の
原
則
」
を
採
用

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
英
米
法
に
つ
い
て
い
え
ば
、
次
の

と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
支
払
人
は
善
意
取
得
者
に
な
し
た
給
付

を
、
振
出
人
の
署
名
の
偽
造
を
理
由
と
し
て
は
、
返
還
を
請
求
で
き
な
い

支
払
人
が
引
受
を
な
し
た
と
き
、
詩
意
の
取
得
者
に
対
し
て
、
振
出
入
の
署

名
偽
造
を
理
由
と
し
て
、
引
受
の
無
効
を
主
張
で
き
な
い
可
英
米
法
で
は
、

手
形
に
限
ら
ず
、
小
切
手
も
「
引
受
注
可
能
で
あ
る
か
匂
こ
の
原
則
は
、

小
切
手
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。

こ
の
原
則
は
、

3
5
〈・

2
2
-
事
件
で
の
マ

γ
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
卿
の
判

決
に
遡
る
。
事
実
と
理
由
を
紹
介
す
る
。

ハ
事
実
)
原
告

F
5
は
被
告
Z
E一
に
対
し
、
八

0
ポ
ン
ド
の
債
務
を
負
担
し

て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
不
当
利
得
の
返
還
を
求
め
て
、
訴
訟
を
提
起
し

た

一
七
六

O
年
の
一
一
月
に
、
受
取
人
を
河
口
伝
ロ
聞
と
す
る
、
四

0
ポ
ン
ド

め
、
為
替
手
形
が
、

M
2
2
8
の
名
前
で

』

D
Y
ロ
司
2
nめ
に
宛
て
て
、
振
り

出
さ
れ
、

HJ5
は
こ
の
手
形
を
引
受
け
た
。
さ
ら
に

一
七
六
一
年
二
月

に
も
、
同
額
・
同
内
容
の
手
形
が
振
り
出
さ
れ
、
同
じ
く
、
引
受
け
が
な
さ

れ
、
結
局
二
通
の
手
形
は

F
Z
R
ι
Z
2一
に
裏
書
さ
れ
、
引
受
人

P
5

が
、
弁
済
し
て
、
こ
の
手
形
を
取
得
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
後
に
二
通
の
手
形

は

F
2
と
い
う
も
の
が
、
偽
造
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
し
か
し
、

zg-

は
有
償

(
P
2
2
-
5
)
で
手
形
を
取
得
し
、
署
名
偽
造
の
事
実
に
つ
き
不
知

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
引
取
人

F
5
が
合
計
八

0
ポ
ン
ド
の
手
形
金
の
返

還
を
求
め
て
、
本
訴
を
提
起
し
た
が
、
結
局
敗
訴
し
た
。
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軍司

マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
卿
の
意
見
「
本
訴
で
、
原
告
は
返
還
を
請
求
で
き
な

ぃ
、
た
だ
し
そ
れ
を
保
持
す
る
こ
と
が
、
被
告
に
お
い
て
、
良
心
に
反
す
る

資

(ω
間巳ロ

a
n
c口
出
円
片
岡
村
内
)
相
場
合
は
別
で
あ
る
。
・
・
・
し
か
し
、
彼
が
善
意
で
偽

造
に
つ
い
て
少
し
の
疑
念
も
な
し
に
、
支
払
っ
た
と
こ
ろ
の
、
正
当
な
対
価

(ω
町
回
目

E
L
S
-
5
r
r
n
c
E広
2
E
Cロ
〉
と
引
き
換
え
に
、
哀
書
さ
れ
た

手
形
を

一
度
受
け
取
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
金
銭
を
保
持
す
る
こ
と
は

決
し
て
被
告
に
お
い
て
、
良
心
に
反
す
る
と
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な

ぃ
。
木
件
で
は
、
詐
欺
、
違
法
行
為
は
な
い
。
原
告
が
引
受
又
は
弁
済
す
る
前

に
、
彼
に
宛
て
て
振
り
出
さ
れ
た
手
形
が
、
振
出
入
の
署
名
に
な
る
(
L
B
当
2
♂

E
E
)
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
る
の
は
、
原
告
の
責
任
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
こ
と
を
調
売
す
る
こ
と
は
、
被
告
の
義
務
で
は
な
い
。
:
:
:
た
と
え
、

原
告
に
過
失
が
な
い
と
し
て
も
、
損
害
を
一
人
の
善
意
者

(
5
5
2三
g
g
)

か
ら
、
他
の
諮
問
意
者
に
転
嫁
す
る
理
由
は
な
い
。
し
か
し
、
本
件
で
、
何
ら

か
の
過
失
が
、
い
ず
れ
か
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
被
告
で

は
な
く
、
原
告
に
あ
る
。
」

」
の
判
決
の
原
則
は
、
判
例
と
し
て
確
立
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
手
形
法
、
ま

た
ア
メ
リ
カ
流
通
証
券
法
を
経
て
、
ア
メ
リ
カ
の
統
一
商
法
典
に
受
け
継
が

れ
て
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
判
決
に
よ
る
と
、
原
則
と
し
て
、
支
払
人
は
支
払
又
は
引
受
の
場

合
、
損
害
を
署
名
が
偽
造
さ
れ
た
振
出
人
の
負
担
と
で
き
な
い
と
解
さ
れ
る

か
ら
、
支
払
人
が
偽
造
の
危
険
を
負
担
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

従
来
、
こ
の
原
則
は
、
振
山
人
の
署
名
を
調
査
し
、
偽
造
の
危
険
か
ら
身

を
守
る
の
が
、
最
も
容
易
な
の
は
、
支
払
人
〈
引
受
人
)
で
あ
り
、
こ
の
限

を
逃
が
れ
る
と
、
他
の
取
得
者
は
、
こ
れ
を
発
見
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
こ

の
危
険
は
支
払
人
(
引
受
人
)
が
負
担
す
べ
き
と
い
う
理
由
で
、
説
明
さ
れ

て
き
た
。

し
か
し
、
手
形
の
引
受
又
は
支
払
に
関
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
説
明
が
適

当
か
も
し
れ
な
い
が
、
巧
妙
な
小
切
手
偽
造
の
場
合
、
こ
の
説
明
は
充
分
、

説
得
力
を
も
た
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
毎
月
、
多

数
の
小
切
手
を
支
払
っ
て
い
る
、
支
払
銀
行
が
返
還
を
求
め
る
こ
と
は
、
こ

〈
げ
V

の
原
則
に
よ
れ
ば
、
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
最
近
少
な
く
と
も
小
切
手
に
関
し

F
F
2
〈・

H42-
判
決
を

正
当
化
す
る
理
論
的
根
拠
と
し
て
、
偽
造
の
危
険
は
、
「
保
険
」
に
よ
っ
て
、

損
失
か
ら
身
を
守
り
、
そ
の
保
険
の
費
用
を
小
切
手
利
用
者
全
員
に
、
分
配

す
る
こ
と
が
で
き
る
「
当
事
者
」
に
よ
っ
て
、
負
担
さ
れ
る
可
き
で
あ
る
と

ハ
問
問
〉

い
う
こ
と
に
求
め
る
考
え
方
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
少
な
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く
と
も
小
切
手
に
関
し
、
こ
の
原
則
は
、
支
払
銀
行
が
損
失
を
、

負
担
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
原
則
は
、
署
名
偽
造

か
ら
生
ず
る
損
失
を
、
経
済
的
に
有
意
義
な
方
法
で
、
小
切
手
利
用
者
全
員

に
負
担
さ
せ
て
い
句
つ
ま
り
、
支
払
銀
行
を
「
危
険
の
集
中
、
分
配
…
機
構

(mv 

(
2
m
r
mえ
「
何
百
円
山
口
《

7-尻
町

F
r
z
g円
)
」
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

一
方
的
に

同
》
ユ
日
〈

-
Z
E
}
判
決
の
原
則
を
、
こ
の
よ
う
に
評
価
す
る
と
す
れ
ば
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
小
切
手
」
の
広
範
な
普
及
の
事
実
の
説
明
は
、
次
の

図
式
に
よ
る
損
害
負
担
の
合
理
性
に
も
と
め
ら
れ
よ
う
、
す
な
わ
ち
、
振
出

(_:) 

人
の
署
名
偽
造
か
ら
発
生
す
る
損
害
は
、
支
払
銀
行
↓
保
険
に
よ
る
損
害
の

手形法16条2項にL、わゆる「善意」について

填
補
↓
銀
行
の
負
担
す
る
保
険
料
↓
銀
行
の
手
数
料
の
増
加
↓
顧
容
全
員
へ

と
究
極
的
に
分
配
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
小
切
手
利
用
者
と
い
う
「
団
体
」
の
全
て
の
構
成
員
は
、
銀
行

の
要
求
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
手
数
料
(
目
円
三
円
。
会
日
常
)
」
の
上
昇
と
い
う

形
で
、
自
己
の
分
担
分
を
醸
出
す
る
、
そ
の
反
対
給
付
と
し
て
、
顧
客
は
広

範
な
使
用
能
力
を
持
つ
、
小
切
手
と
い
う
証
券
を
、
た
め
ら
わ
ず
に
、
利
用

(
譲
渡
と
受
領
)
で
き
る
、
そ
の
結
果
、
債
権
者
は
債
務
者
が
振
り
出
し
た

り
、
又
は
一
一
泉
書
を
し
た
小
切
手
を
、
自
己
の
債
務
の
弁
済
に
使
用
で
き
る
。

取
得
者
は
振
出
人
の
署
名
を
知
ら
な
い
で
も
、
小
切
手
を
受
領
で
き
る
。
さ

ら
に
、
取
立
を
委
任
さ
れ
た
銀
行
は
、
振
出
入
の
署
名
が
偽
造
さ
れ
て
も
、

損
害
負
担
の
危
険
を
恐
れ
ず
に
、
取
得
者
に
、
小
切
手
金
を
支
払
う
こ
と
が

で
き
る
。
又
取
得
者
は
受
領
し
た
小
切
手
金
を
保
持
で
き
る
結
果
、
前
者
に

対
す
る
遡
求
権
に
頼
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
ち
ov

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
、
小
切
手
の
広
範
な
普
及
は
、
こ
の
よ
う
な
説
明
を

正
当
化
す
る
か
に
見
え
よ
う
。

P
M
2
〈・

Z
E
-
判
決
の
原
則
を
確
認
し
て
お
こ
う
、
諮
問
意
・
有
償
で
証
券

を
取
得
し
た
者
に
、
支
払
を
な
し
た
支
払
人
は
、
「
振
出
人
」
の
署
名
、
ま
た

「
支
払
人
」
自
身
の
署
名
偽
造
を
調
査
し
な
か
っ
た
と
き
、
支
払
を
受
領
し
た

者
か
ら
、
後
に
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
守

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
、
手
形
行
為
独
立
の
原
則
が
妥
当
す
る
、
振
出

人
の
署
名
偽
造
の
処
理
と
対
照
的
に
、
同
じ
く
署
名
の
偽
造
の
事
例
で
あ
り

な
が
ら
、
裏
書
の
偽
造
の
場
合
、
英
米
法
は
統
一
法
と
非
常
に
異
な
っ
た
解

決
を
提
起
す
る
。

E 

ζ
E
L
〈・

J
F
E
m
一吋
8
・kH
斗
-
H
N
-
M

∞

(
事
実
〉
為
替
手
形
の
被
裏
書
人
が
引
受
人
に
対
し
、
九

0
ポ
ン
ド
の
支

払
を
求
め
る
た
め
提
起
し
た
の
が
本
訴
で
あ
る
。

手
形
は

U
C
E
E
円「

(
u
r
ユ
m
t
g
.が
、
受
取
人
を
出
g
q
U
2
2
又
は
そ
の
指
図
人
と
し
、

F
S
l

《H
C
ロ
の
被
告
宛
に
振
出
さ
れ
、
郵
送
さ
れ
た
。
し
か
し
、
手
形
は
、
そ
の
者

の
た
め
に
振
出
さ
れ
た
者
と
異
な
る
、
同
名
の

z
g
q
U
2
g
手
に
帰
し 11) 
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本4

た
。
被
告
は
、
手
形
を
引
受
け
た
。
。

2
U
が
原
告
に
割
引
を
求
め
た
と

資

き
、
原
作
は
手
形
が
被
什
の
引
受
け
た
も
の
か
を
問
い
合
わ
せ
、
こ
れ
に
対

し
、
被
告
が
「
有
効
な
手
形
(ω

向。ぇ

E
一
)
」
で
あ
る
旨
を
回
答
し
た
の

で
、
原
作
は
手
形
の
取
得
者
同
・
ロ
ミ
討
を
知
ら
な
い
で
、
本
件
手
形
を
割

ー;-。

司
H
J
l
v
ふ
れ

引
受
人
で
あ
る
被
告
は
、
手
形
を
裏
書
し
た
出

g
q
U
2
E
は
、
手
形
が

そ
の
者
の
た
め
、
実
際
に
振
出
さ
れ
た
者
で
な
い
、
と
い
う
証
拠
を
本
訴
で

提
出
し
た
。

裁
判
所
の
多
数
意
見
は
、
宙
開
蓄
が
、
実
際
に
手
形
が
支
払
わ
れ
る
者
に
よ

る
の
で
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
偽
造
で
、
権
限
を
移
転
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い

と
判
断
し
た
が
、
多
数
意
見
と
少
数
意
見
の
対
立
点
は
、
町
内
巾
口
百
ロ
裁
判
官

と
∞
己
一
『
裁
判
官
の
意
見
に
鋭
く
表
わ
れ
、
前
者
に
よ
れ
ば
原
告
の
請
求
は

理
由
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

-P=吉
ロ
裁
判
官
の
意
見
は
、
本
件
が
、
事
実
は
異
な
る
が
、
(
持
参
入
払

式
の
銀
行
券
に
関
す
る
)
去
二
-2
〈

-
F
B
事
件
と
同
一
の
原
則
が
妥
当
す

べ
き
こ
と
を
述
べ
、

次
の
よ
う
に
主
張
し
た
、
「
本
件
で
は
、

過
失
は
手
形

が
支
払
わ
れ
る
べ
き
者
を
、
よ
り
特
定
し
て
述
べ
な
か
っ
た
手
形
の
振
出
人

に
起
因
す
る
。
原
告
は
手
形
を
所
持
し
て
い
る
者
が
、
実
際
の
司
ロ
2
2

と
い
う
人
物
か
一
台
か
を
知
る
た
め
、

U
E
E長
に
使
者
を
送
る
義
務
は
な
い
。

な
る
ほ
ど
、
若
干
の
不
都
合
が
生
、
ず
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
不

都
合
を
一
方
か
ら
他
方
に
帰
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
、
手
形
取
得
者
に
過

大
な
負
担
と
な
る
の
で
、
私
の
意
見
で
は
、
彼
が
手
形
を
受
け
取
っ
た
者
が

実
際
の
受
取
人
で
あ
る
と
の
説
明
を
、
裏
書
人
か
ら
要
求
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
の
よ
う
な
証
明
は
訴
訟
に
お
い
て
、
被
一
一
栄
書
人
か
ら
、
か
つ
て
要

求
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
原
告
の
側
に
、
詐
欺
又
は
適
切
な

注
意
の
欠
如
が
な
い
と
き
に
は
、
原
告
は
請
求
す
る
権
限
が
あ
る
。
」

F
Z
2
裁
判
官
の
意
見
は
以
下
で
あ
る
。
何
ら
か
の
悌
怠
が
原
告
又
は
振

出
人
に
帰
せ
ら
れ
る
か
を
問
題
と
す
る
と
、
「
私
は
、
む
し
ろ
、
全
く
見
知
ら

ぬ
人
物
で
あ
る
、
出

-
U
2
5
に
手
形
金
を
前
払
い
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
他

の
者
以
上
に
、
原
告
に
過
失
が
あ
る
と
考
え
る
。
」
し
か
し
、
そ
れ
は
別
と
し

て
、
「
私
は
為
替
手
形
に
よ
り
訴
を
提
起
し
て
い
る
原
告
が
、
実
際
に
受
取

人
で
あ
る
者
の
裏
書
を
証
明
す
る
義
務
が
あ
る
と
の
意
見
で
あ
る
」
が
、
「
さ

て
、
本
件
で
は
、
手
形
が
受
取
人
と
し
て
い
る
、
同
一
の
同
・

0
2
2
に
よ

っ
て
一
一
泉
書
が
さ
れ
た
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
」
そ
し
て
、

が
、
こ
の
主
張
を
禁
ぜ
ら
れ
な
い
し
、
叉
振
出
人
に
も
過
失
が
あ
っ
て
も
、

本
件
で
問
題
と
な
ら
な
い
。
「
判
断
は
被
告
に
有
利
に
な
さ
る
べ
き
事
を
、
使

宜

(
n
c
ロ
Z
E
2
2
)
が
要
求
す
る
と
考
え
る
。
手
形
が
、
こ
の

Z
U
2
M
m

た
め
に
振
出
さ
れ
た
の
で
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
人
物

北法25(2・136)302
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は
偽
造
の
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
に
困
難
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
、
彼
が
こ

の
受
取
人
と
同
一
の
名
前
を
持
つ
と
い
う
事
情
は
、
彼
が
「
同
一
人
物
」
で

な
い
の
だ
か
ら
、
本
件
を
左
右
し
な
い
。
さ
て
、
原
告
が
こ
の
手
形
に
よ
り

請
求
で
き
な
い
な
ら
、
彼
は
偽
造
者
を
追
及
す
る
よ
う
に
導
か
れ
る
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
た
と
え
手
形
が
多
数
の
子
を
渡
っ
て
き
た
と
し
て
も
、
事
情

亡3

は
同
じ
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
裏
書
人
は
、
自
分
が
子
形
を

受
取
っ
た
者
を
追
跡
し
て
行
き
、
最
後
に
偽
造
に
つ
き
責
任
あ
る
者
に
行
主

つ
く
で
あ
ろ
う
か
ら
、
し
か
る
に
、
も
し
原
告
が
本
件
で
勝
訴
す
れ
ば
、
偽

造
を
追
及
す
る
動
機
を
持
た
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
損
失
が
、
そ
の

場
合
に
帰
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
振
山
人
は
、
偽
造
を
犯
し
た
者
を
先

見
す
る
手
段
を
欠
き
、
か
く
し
て
、
偽
造
者
は
お
そ
ら
く
、
却
を
免
れ
る
こ

てつ」
と
に
な
ろ
う
0

・
・
:
し
か
し
、
と
も
か
く
、
原
告
は
偽
造
の
下
で
権
限
を
取

背

拍

(

問

)

階
得
し
た
の
だ
か
ら
、
原
告
は
請
求
で
き
な
い
。
」

ヴ匂ゆっ
4
d
 

項
弓
ノ
ム条ハhυ法形手

結
局
、
本
件
で
は
、

F
一一
2
裁
判
官
の
意
見
が
多
数
を
占
め

(
子
叫
貯
を

善
意
で
取
得
し
た
)
原
告
が
敗
訴
し
た
。

こ
の
判
決
は
次
の
よ
う
な
原
則
を
確
立
し
た
と
一
評
価
で
き
よ
う
、
す
な
わ

ち
、
善
意
で
手
形
を
取
得
し
た
者
は
、
偽
造
の
裏
書
に
よ
り
、
ま
た
は
そ
の

下
で
は
権
限
を
取
得
で
主
な
い
、
偽
造
裏
書
、
か
付
着
し
た
手
形
を
誇
ぷ
で
支

払
っ
て
も
、
県
の
所
有
者
に
よ
る
、
引
受
人
又
は
そ
の
他
の
義
務
者
に
対
す

る
訴
訟
を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
原
則
が
、
イ
ギ
リ
ス
手
形
法
、

ま
た
ア
メ
リ
カ
の
流
通
証
券
法
に
受
け
継
れ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
統
一
商
法
典

に
至
っ
た
。

事
例
に
よ
っ
て
、
説
明
し
て
み
る
と
、
こ
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
A

が
債
権
者
B
に
指
図
式
の
小
切
手
を
郵
送
し
た
が
、
途
中
で
洛
難
に
逢
い
、

窃
盗
犯
が

B
と
称
し
て
、

B
の
一
一
災
害
を
偽
造
し
て
、
善
意
の

D
に
譲
渡
、

D

は
自
己
の
取
引
銀
行
E
に
取
立
て
さ
せ
る
た
め
、
取
立
委
任
一
一
果
蓄
を
し
、
支

払
人
た
る
C
銀
行
は
小
切
手
を
支
払
っ
た
場
合
、
一
一
災
書
を
偽
造
さ
れ
た
債
権

者
B
が
広
範
聞
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
c

〉

名
活
事
者
の
椴
利
関
係
を
分
解
し
て
み
る
と
、
つ
ま
り
、
特
許
意
取
得
者
D

(
剖
)

と
E
銀
行
は
、
山
鳴
門
怠
・
悪
意
を
問
わ
ず
に
責
任
を
負
う
、
し
か
も
、
ア
メ
リ

〈
剖
〉

カ
か
い
に
よ
れ
ば
、
こ
の
責
任
は
、
支
払
っ
た
C
銀
行
に
も
及
ぶ
、
た
だ
し
、

現
在
の
統
一
商
法
典
に
よ
れ
ば
、

D
に
取
立
を
委
任
さ
れ
た

E
銀
行
は
、

D

(

剖

)

に
支
払
っ
た
か
ぎ
り
で
、
責
任
を
免
が
れ
る
。
し
か
し
、
債
権
者
B
が
広
範

〔
臼
)

に
保
護
さ
れ
る
ニ
と
に
い
さ
さ
か
の
変
更
も
な
い
。

北法25(2・137)303

た
だ
し
、
一
一
災
丹
を
偽
造
さ
れ
た
真
の
所
有
者
が
、
自
己
の
過
失
に
よ
り
、

偽
造
に
寄
与
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
保
護
は
否
定
さ
れ
勺
〉

以
上
の
原
則
の
結
果
、
山
H
H

の
所
有
者
の
保
護
心
対
応
し
て
、
他
の
当
事
者



中!

の
保
護
が
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
支
払
銀
行
は
、
一
一
災
蓄
が
偽
造
さ
れ
た
小

切
手
に
つ
い
て
、
振
出
人
の
負
担
と
で
き
な
い
。

資

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
支
払
銀
行
が
偽
造
衰
退
百
か
ら
生
ず
る
績
評
一
を
、
一

方
的
に
、
負
担
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
つ
ま
り
、
英
米
訟
に
よ
れ
ば
、

す
べ
て
の
災
丹
人
は
自
己
の
後
者
(
被
災
害
人
)
に
保
一
説
(
当
日
g
z々
)
を

し
て
い
る
と
解
さ
れ
、
こ
の
考
え
方
を
、
支
払
の
場
合
に
あ
て
は
め
る
と
、

手
形
を
呈
示
す
る
者
は
、
自
己
の
前
者
の
災
害
が
真
正
で
あ
る
こ
と
を
、
支

払
銀
行
に
保
挺
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
》
そ
れ
故
、
手
形
の
取
得
者
、

さ
ら
に
は
、
支
払
銀
行
は
、
こ
の
「
保
温
責
任
」
に
よ
っ
て
、
保
護
さ
れ
て

円

M
V

い
る
訳
で
あ
る
。

以
上
の
原
則
の
紡
巣
、
取
得
者
が
順
次
、
こ
の
「
保
証
責
任
」
を
追
及
し

て
い
く
こ
と
に
な
り
、
理
論
上
は
、
偽
造
者
で
は
な
い
に
し
て
も
、
偽
造
者

か
ら
手
形
を
取
得
し
た
者
に
で
る
v

}

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
僚
な
解
決
を
容
認
す
る
原
則
の
背
後
に
あ
る
考
え
方
は
、
統
一
法
会

設
で
の
イ
ギ
リ
ス
代
表

n
z
-
E耳
切
の
次
の
見
解
に
、
充
分
現
わ
れ
て
い
る

「
為
替
手
形
が
昨
日
ま
れ
、
一
一
災
害
が
偽
造
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
詩
意
の
所
持
人
の

手
に
入
っ
た
時
、
二
人
の
善
意
者

(
E
E月
三
印
)
の
中
の
一
人
が
、
第
三
者

の
な
し
た
詐
欺
的
行
為
か
ら
生
ず
る
結
果
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
内

〔
手
形
を
〕
よ
り
仙
川
市
一
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
と
い

う
理
由
で
、
〔
ハ
l
グ
〕
統
一
規
則
は
、
為
替
手
形
を
失
な
っ
た
者
に
、
負
担

を
負
わ
せ
る
。
し
か
し
為
替
手
形
は
、
し
ば
し
ば
紛
失
し
、
郵
送
の
途
中

に
、
又
は
い
か
な
る
注
意
も
紛
失
を
免
が
れ
え
な
い
状
況
で
、
紛
失
し
又
は

海
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
立
法
は
、
こ
の
状
況
の
結

果
を
為
替
手
形
を
受
け
取
っ
た
者
に
久
担
さ
せ
る
。
偽
造
一
災
害
の
後
に
、
為

替
手
形
よ
ゲ
}
叉
け
取
っ
た
す
べ
て
の
人
は
、
自
己
が
取
引
を
し
た
者
を
知
っ
て

い
る
、
そ
し
て
、
も
し
八
十
一
く
知
ら
な
い
、
見
知
ら
ぬ
者
か
ら
手
形
を
受
け
取

門
川
岬
)

っ
た
な
ら
、
不
正
行
為
の
結
果
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
」

以
上
二
見
た
と
お
り
、
支
払
受
領
者
(
た
と
え
ば
受
取
人
)
で
は
な
く
、

振
山
人
の
持
名
、
か
偽
造
さ
れ
た
ら
、

D
は

H
J
Rぬ
ぐ
・

2
2一
判
決
の
原
則
に

よ
り
、
保
護
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
偽
造
災
害
の
場
合
に

保
護
を
認
め
な
い
法
的
処
理
は
、
統
一
法
と
、
極
め
て
兵
な
っ
た
様
相
を
一
一
小

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
原
則
の
法
政
策
的
な
根
拠
は
、

ζ
E
L
〈

J

ヘ
2
2開
判
決
の
料
介
じ
あ
る
と
お
り
、
善
意
の
取
得
者
の
保
護
を

認
め
れ
ば
、
真
の
所
有
者
の
保
護
を
欠
夕
、
、
さ
ら
に
は
偽
造
者
が
罰
を
逃
れ

る
結
果
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

以
上
が
、
統
一
法
で
あ
れ
ば
、
善
意
取
得
の
規
定
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る

一
例
に
関
す
る
、
英
米
法
で
の
処
理
で
あ
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
署
名
偽

北W25(2・138)304



造
の
二
つ
の
タ
イ
プ
に
つ
い
て
展
開
さ
れ
た
解
決
は
、
互
い
に
矛
盾
し
て
い

る
か
に
見
え
る
。
と
り
わ
け
、
こ
の
こ
と
は
受
取
人
ま
た
は
実
垂
直
人
の
署
名

が
偽
造
さ
れ
た
と
主
で
は
な
く
、
振
出
人
の
署
名
、
が
偽
造
さ
れ
た
と
き
、
弁

済
を
受
け
た
手
形
、
小
切
手
の
善
意
取
得
者
、
が
、
返
還
の
義
務
を
負
わ
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
充
分
で
あ
る
。

し
か
し
、

ζ
2
L
〈

J
F
E
m
で
確
立
さ
れ
た
原
則
が
保
護
す
る
の
は
、
兵

( ~ 

の
所
有
者
の
み
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
来
真
の
所
有
者
の
保
護
の
み
が
、

た
び
た
び
強
調
さ
れ
る
が
、
手
形
叉
は
小
切
手
に
よ
り
債
務
を
弁
済
し
た
債

務
者
も
ま
た
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
見
過
ご
し
て
い
る
こ
と
に
花
意
す
る
必
要

が
あ
る
。
つ
ま
り
、
英
米
法
に
よ
る
と
、
債
務
者
が
指
凶
式
の
手
形
ま
た
は
、

小
切
手
を
使
用
す
る
か
ぎ
り
、
統
一
法
の
下
で
の
よ
う
に
、
二
重
に
負
担
を

手形it16条2項にL、わゆる「善意」について

被
む
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
、
そ
の
二
重
の
負
担
と
は
、
⑧
証
券
を
所
持

し
て
な
い
、
本
来
の
債
権
者
に
対
す
る
、
原
因
債
権
に
も
と
づ
く
責
任
、

L
ぷ

支
払
人
(
引
受
人
)
に
よ
る
支
払
(
引
受
)
拒
絶
の
場
合
に
は
、
連
続
し
た
J

災

(
悶
)

書
に
よ
り
、
詩
意
で
取
得
し
た
者
に
対
す
る
、
証
券
に
も
と
づ
く
責
任
、
こ

の
⑨
⑥
の
責
任
で
あ
り
、
統
一
法
は
、
英
米
法
に
比
較
し
て
、
手
形
ま
た
は

小
切
手
を
失
な
っ
た
債
権
者
の
保
護
が
薄
い
と
一
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
支
払
人
は
、
裏
書
が
偽
造
さ
れ
た
手
形
・
小
切
手
の
所
持
人
に
、
設
け

意
で
弁
済
し
て
も
、
振
出
人
の
負
担
と
で
き
な
い
。
結
局
、
債
権
者
は
、
た

め
ら
わ
ず
に
、
指
凶
式
の
証
券
(
特
に
小
切
手
)
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

る
し
、
自
己
の
署
名
を
欠
く
限
り
、
債
権
者
は
損
失
を
恐
れ
る
必
要
が
な
い

の
で
あ
る
。

矛
盾
し
て
い
る
か
に
見
え
る

i
判
決
と

E
判
決
は
、
虫
〈
は
そ
の
経
済
的
な

機
能
と
し
て
指
図
証
券
(
特
に
小
切
手
)
に
よ
る
弁
済
の
促
進
を
も
た
ら
し

て
お
り
、
小
切
手
に
よ
る
弁
済
の
広
範
な
普
及
は
、
英
米
訟
の
原
則
に
よ
っ

て
促
進
さ
れ
て
い
る
と
の
主
張
を
確
認
す
る
か
に
見
え
る
0
)

し
か
し
、
英
米
法
と
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
統
一
法
と
を
、
単
純
に
比
較
は
で
き
な

い
。
そ
も
そ
も
、
英
米
訟
の
立
場
が
、
そ
れ
自
体
首
尾
一
貫
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
な
ぜ
取
得
者
の
保
護
が
偽
造
の
性
質
に
よ
る
の
か
、
英
米
法
に
お

い
て
、
ま
た
手
形
・
小
切
手
の
流
通
性
に
対
す
る
利
益
は
、
災
際
に
、
譲
渡

人
が
既
知
か
未
知
の
者
か
を
問
わ
ず
、
「
振
山
人
」
の
署
名
の
真
正
の
調
査
を

取
得
者
に
期
待
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
英
米
法
の
立
場
か
ら
は
、
偽
造
裏
書
へ
の
処
理
に
み
た
と
お
り
、

未
知
の
者
と
取
引
し
た
者
が
、
な
ぜ
保
護
を
う
け
る
か
と
の
疑
問
そ
の
も

の
は
止
当
な
筈
で
あ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
既
知
の
者
か
ら
取
得
し
た
が
、

「
振
出
人
」
の
署
名
が
偽
造
さ
れ
た
場
合
に
は
、

な
ぜ
、

偽
造
裏
書
と
同
じ

く
、
取
得
者
が
知
っ
て
い
る
譲
渡
人
に
対
す
る
権
利
に
限
定
さ
れ
な
い
の
か
、

そ
も
そ
も
、
前
述
の
と
お
り
、
英
米
法
は
、
偽
造
者
が
、
最
後
の
、
ま
た
は

j仁tl;25(2・139)305
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紅白

以
前
の
一
一
災
苫
人
か
ど
う
か
の
区
別
を
、
「
偽
造
一
一
災
害
」
の
場
介
に
、
し
て
い
な

ハ
姐
}

い
の
だ
か
ら
、
な
お
さ
ら
、
こ
の
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
白
ら
が
知
ら
な
い

者
と
取
引
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
原
則
自
体
、
「
振
出
人
」
の
署
名
偽
造
の
場

介
に
、
徹
氏
さ
れ
て
は
い
な
い
、
司
コ
円
。
〈
・

2
2一
判
決
と
豆
E
仏
〈
ベ

C
5間

判
決
の
問
で
、
首
尾
一
貫
し
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
対
し
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
法
の
体
系
は
、
論
理
的
に
首
尾
一
貫
し
て
い

る
と
'A仰
で
主
る
。
し
か
し
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
必
の
下
で
は
、
計
算
小
切
手
、

資

線
引
小
切
手
の
M
M
用
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

少
な
く
と
も
、
小
切
手
に
よ
る
介

ハ
叫
〉

済
は
危
険
な
試
み
と
な
る
と
す
れ
ば
、
性
急
な
結
論
は
妥
当
で
は
な
い
。

契
約
し
て
お
こ
う
、
統
一
法
が
手
形
法
二
ハ
条
(
小
切
手
法
二
一
条
)
に

よ
り
、
普
立
の
取
得
者
に
保
護
を
認
め
る
、
議
波
人
の
所
有
権
欠
欣
の
一
例

で
あ
る
、
偽
造
哀
苫
に
よ
る
取
得
者
の
保
護
を
、
英
米
法
は
認
め
な
い
、
し

か
も
、
無
権
代
理
(
代
表
)
に
よ
る
災
害
を
「
無
権
限
署
名

(
E
E
5
2
1

MNam百
円
出
宮
司
)
」
と
し
て
、
偽
造
一
災
害
と

M
一
の
取
扱
い
を
し
て
い
る
結

〔
叫
)

果
、
談
窓
取
得
者
の
保
護
は
な
い
。

〈

1
)
本
稿
の
こ
の
部
分
は
、
従
来
の
英
米
手
形
法
に
関
す
る
以
下
の
文

献
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
、
玉
井
「
日
英
手
形
法
比
較
講
義
」
(
昭
四
)
、

大
野
「
英
凶
手
形
法
要
論
」
(
昭
五
)
、
守
屋
「
一
八
八
二
年
英
同
為
待

手
形
法
の
大
窓
」
法
学
新
報
四
四
巻
一
二
川
方
・
四
五
巻
一

l
三
号
、

中
川
「
流
通
証
券
法
(
現
代
外
国
法
典
双
書
・
英
米
法
医
)
」
(
昭
一

七
)
、
伊
沢
「
米
国
商
業
一
証
券
法
」
(
昭
三

O
)
(な
お
炉
沢
「
手
形
法

・
小
切
手
法
」
は
随
処
で
英
米
法
に
一
言
及
す
る
)
、
並
木
「
統
一
ア
メ

リ
カ
商
法
典
」
(
昭
四
八
)
、
武
市
「
イ
ギ
リ
ス
流
通
証
券
法
」
(
昭
四

八
)
、
近
間
「
統
一
手
形
法
と
英
米
手
形
法
」
手
形
法
・
小
切
手
形
講

座
一
巻
一
八
瓦
以
下
、
同
「
手
形
・
小
切
手
法
の
国
際
的
分
裂
と
理

論
の
利
片
付
と
代
償
」
論
双
六
六
巻
五
号
一
一
員
以
下
、
a

フ
ラ
ウ
カ
l
(
辺

回
訳
)
「
ア
メ
リ
カ
尚
法
学
者
の
み
た
日
本
の
商
取
引
法
」
商
事
法
務

一
五
三
ひ
六
賞
以
下
、
(
な
お
、
道
田
論
文
の
後
者
と
プ
ラ
ウ
カ
!

講
演
は
、
沼
田
「
日
米
商
事
法
の
実
際
」
(
昭
三
六
)
に
再
録
)
、
守
井

「
予
形
の
善
意
取
得
に
関
す
る
若
干
の
問
題
」
商
学
論
集
(
福
'H

前
大
学
)

三

O
巻
四
ち
一
二
八
頁
。
な
お
、
最
近
の
も
の
と
し
て
、
竹
内
「
小

切
手
の
普
及
を
阻
ん
で
き
た
も
の
は
何
か

l
消
費
者
問
題
と
し
て
の

小
切
手
一
|
」
商
法
・
保
険
法
の
諸
問
題
・
大
森
還
暦
記
念
(
昭
四
七
)

七
一
五
頁
以
下
に
教
え
ら
れ
る
所
が
多
か
っ
た
。
そ
の
他
、
福
瀧

「
グ
ッ
ト
フ
ェ
イ
ス
の
基
準
」
民
商
六
九
巻
三
号
四
七
回
頁
以
下
参

照。

〈

2
)

前
掲
の
同
三
国

E
M
E
L
P
F円
論
文
の
末
尾
に
掲
載
の
「
統
一
法

と
英
米
法
と
の
条
文
対
照
表
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
流
通
証
券
法

(
Z
F
と
略
称
)
で
は
、
統
一
法
一
六
条
二
項
は
、
五
九
条
、
五
五

条
、
五
六
条
、
二
三
条
と
対
照
さ
れ
て
い
る
(
回
忌

ω
S
E
L
F一一
2
・

0

℃
・
口
広
J

力・

ω
吋
印
)
。
前
三
条
は
正
当
所
持
人
(
E
E
2
E
E
m
g
l
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(す

ミ
持
)
」
(
若
干
、
不
正
確
で
あ
る
が
、
大
陸
法
で
い
え
ば
、
抗
弁
切

断
の
利
益
を
受
け
る
者
)
を
さ
だ
め
る
、
か
、
二
三
条
は
「
偽
造
裏
書
」

の
効
果
を
規
定
し
、
こ
の
後
者
が
、
統
一
法
と
非
常
に
異
っ
た
性
格

を
持
つ
。
さ
ら
に
、
前
述
の
対
照
表
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
手
形
法

〈
∞
同
〉
と
略
祢
)
で
は
三

O
条
と
六

O
条
、
が
対
照
さ
れ
て
い
る
が

(
Z
E
S
=
E
L
F
-一F

O
℃・門戸内
J

司

ω討
)
、
前
条
は
「
正
当
所
持

人
」
を
扱
か
い
、
後
者
は
、
一
泉
書
偽
造
の
場
合
に
、
善
意
で
支
払
っ

た
銀
行
の
免
責
を
定
め
る
。
こ
の
後
者
は
、
イ
ギ
リ
ス
手
形
法
が
、

一
一
災
書
偽
造
に
つ
庁
、
ア
メ
リ
カ
法
と
同
一
の
原
則
を
と
り
な
が
ら
、

支
払
銀
行
の
免
責
を
認
め
て
、
ア
メ
リ
カ
流
通
証
券
法
か
ら
、
大
き

く
離
脱
し
て
、
大
陸
法
に
接
近
し
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
点
で
あ

る
。
(
穴
2
mず
ア
当

JP一
命
「
ωさ
]

苧

2
E
-
∞
∞
印
え
自
』
:
)
の
山
川
は
、

つ
と
に
我
同
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
道
田
・
前
掲
論
文

・
論
双
六
六
巻
二
り
三
七
氏
以
下
)
。
し
か
し
、
英
米
法
で
は
、
統

一
法
一
六
条
の
み
二
よ
り
解
決
さ
れ
る
問
題
を
一
個
の
条
文
で
処
理

し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
英
米
法
に
は
、
統
一
法
一
六
条
に
該
当
す

る
規
定
は
な
い
と
、
一
応
評
価
で
き
よ
う
(
伊
沢
「
手
形
法
・
小
切

手
法
」
(
昭
二
回
二
八

O
兵
比
一
)
。

な
お
、
ハ

l
グ
統
一
規
則
と
の
比
較
対
照
に
つ
ぎ
「
C円g
N
E
'
吋，

r

n2ココ一円丹

C{}hP4FJdZ1}白神戸口四件。ケ↑一一
m
mコハ
-Dc-庁内山
ω-
一回一一山七

'MUU

掲
載
の
対
照
夫
参
加
。

(
3
)
そ
の
他
、
淀
川
を
引
く
、
相
違
点
と
し
て
、
方
式
の
自
由
が
広
く

沼
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
、

d
-
5
2
・
0
昂
∞
止
め
三

手形法16条2項lこL、わゆる「善意」について

E
m
L
2
F
5
5
2
m
Z
2
7
3
巧
2
r
E「
2
Z
H
g
r己
ωN
一UMP

ω-MAMRc
こ
の
点
は
、
ア
メ
リ
カ
の
統
一
商
法
典
(
C
E
F
E
M
の号
1

5
2
2
2己
の
え
め
(
亡
の
め
と
略
祢
)
)
で
も
維
持
さ
れ
て
い
る
、
例
え

ば
却

ω
i
-
s
c
nの
に
よ
れ
ば
、
手
形
債
権
が
譲
渡
低
当
に
よ
り
担

保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
手
形
文
-
一
口
に
表
示
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

(
訓

ω
一
包
(
日
)
(
S
Cめ
の
)
、
約
束
さ
れ
た
、
そ
れ
故
未
だ
履
行
さ
れ
て

い
な
い
反
対
給
付
を
手
形
文
言
に
記
載
し
て
も
、
条
件
を
付
し
た
も

の
で
は
な
く
、
手
形
と
し
て
の
効
か
を
有
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る

(
期

ω
l

一O印(
戸
)
ぷ
♂

d
n
n
v

(
4
)

一
七
倍
紀
の
初
期
の
、
英
手
形
法
の
発
展
に
際
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
|

が
、
大
陸
法
の
理
論
を
修
正
し
て
導
入
し
た
こ
と
に
つ
き
、

z
c
z
z
i

君
。
ュ
F
〉
出

f
tミ
《
》
同
日
山
口
問
}
毘
プ
「
mwd〈
〈

C
一-
J

昌(一回
ω吋)・七・

3
}

参
照
。
そ
の
他
、

ω
Z
F
F
E
E
Z
Eコ
C『
『
mp一
ピ
ロ
rMrq-
〈

D一-

閏(一回
om)
司

ω印∞-一一穴の忠一
2
・
m，
C司向。
ι
F
L
C
2
2
5
=円以
-C℃・

2
7

℃
∞
8

2
百
ヂ
山
町
内

2
M一。円

ω
E
ω
Z弓
-
n
E
2
5
ι
C
5
2
ζ
同

7

2
E
r
cロ
ハ
v
q円
凶
叶

2
2
F
(〕
U印
ω〉
唱

団

ム

-
2
m
g
-
c
-
2
2・

。2n
r
R一二一
-nTめ

EM牛
耳

η
Z
2
2
m
F
F
n
Y
2
K
F
ω
台
五
月
ロ

NEdd

g
m一2
7
3
4〈
2
7
m巾一
R

E
市，

Z
岡
山

Z

F

F
円
FHCMEPν
一5
・

∞円
7
2
L円(一回
ω一
)ω
・
一
寸
∞
民
、
我
同
国
の
す
〈
献
と
し
て
、
上
柳
「
イ

ギ
リ
ス
手
形
法
成
立
史
の
概
観
」
論
双
五
七
巻
一
号
七
九
瓦
以
下
参

照。
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(
5
)
 
英
米
法
で
は
、
認
め
ら
れ
る
「
無
記
名
式
の
手
形
(
「
三
百
S
d
r
r

t

Z
号
2
)」
務

ω(HY
∞(日
)

(

ω

)

∞
開
〉
一
期
湖
一
(
ム

)-P
一M
m
z
-
F
(
こ
の



料

山
一
で
の
英
米
山
政
と
統
一
法
と
の
比
較
検
討
に
つ
き

E
C円
vzw
。
E

2
2
7
2同一一円}百戸〈
R
一
冨
乙
百
円
一
回
同
内
庁
円
。
伶
口
『
2
〈

2
可
思
均
一
回
ω品、

ω・

一ω
『
『
参
照
)
、
ま
た
指
閃
式
の
手
形
で
も
「
白
地
裏
世
一
回
(
S
L
O
話。
2
2同

=
M
E
E
T
)」
の
な
さ
れ
る
場
人
け
に
は
期
信
(

H

)

回目い

P
湖

ω
N
Z
戸、

以
下
の
本
文
で
ふ
れ
る
「
一
一
災
害
偽
造
」
と
異
な
る
扱
か
い
が
な
さ
れ

る
、
富
山
間
ロ
ロ
夕
、
吋
与
己
一
2

2
ヨ
5
件
。
ョ
え
ゲ
E
一3
月
2
Z
A
-
出ゆ『円・

毛
色
5
z
n
r丈
一

8
3
g
-
二
u
c
E
ω
一
プ
〈

3
5
5
5四
2
1

0円
T
Y
0
2
m
2
7
g
m円
7
2ロ
FE
め
口
問

-En7舟
山
口
戸

5
L
P
Pコ
坦
広
ωの
7
2凶

君
主
再
一
円
。
η
ナ
ケ
ワ

2
・

EZm丹2
・
3
8
ω
・
2
R
参
照
。

例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
流
通
証
券
法
で
は
、
白
地
表
蓄
は
、
方
式

に
つ
い
て
は
、
記
名
式
表
書
と
同
じ
く
、
一
一
災
害
人
の
署
名
が
必
要
、

そ
の
効
果
で
は
、
移
転
的
効
力
(
期

ω
o
Z
H
F
)
、
担
保
的
効
力
(
掛
羽
田
・

8
Z
F〉
な
持
ら

(
ζ
a
E
P
2
0
・
ωω
一
印
)
、
資
格
授
与
的
効
力

の
而
で
は
、

F
叫
取
は
所
持
人
に
支
払
可
能
で
あ
る
(
期
宝

Z
F
)、

し
か
し
、
す
べ
て
の
所
持
人
は
白
地
兵
舎
を
記
名
式
袈
書
(
田
宮
巳
乙

E
L
2開
ヨ

g
C
に
転
換
し
、
自
ら
を
、
ま
た
は
第
三
者
を
被
哀
書
人

と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る

a
a
z戸
)
(
包
括
Eω
・
E
O
-
-
ω
・

2
己
。
向
地
一
呉
市
ド
川
を
見
え
た
手
形
は
「
し
父
什

2
m
r
z
q
)」
に
よ
っ

て
、
譲
渡
さ
れ
る
(
抑
制

5
・
8
Z
F
V

無
記
名
式
手
形
の
譲
渡
に
は
、
白
地
一
一
災
害
を
具
え
た
手
形
と
同
様
、

「
交
付
」
で
足
り
る

(
m
ω
o
z
F
)
、
議
渡
人
は
手
形
に
も
と
づ
き
責

任
!
な
負
担
し
な
い
、
か
、
手
形
の
外
形
に
お
け
る
存
在
、
談
渡
の
権
利
、

手
形
を
無
価
値
k
す
る
事
実
の
不
知
に
つ
い
て
、
保
一
証
責
任
を
負
担

資

す
る
(
四

g
z
-
C。

た
と
え
ば
、
受
取
人
又
は
災
害
人
が
、
証
券
を
白
地
で
議
渡
し
た

場
介
、
所
持
人
(
証
券
の
所
有
者
)
が
持
参
入
払
式
一
証
券
を
占
有
し

て
い
る
場
合
(
向
者
と
も
交
付
の
み
で
譲
渡
可
能
)
、
副
券
が
遺
失
又

は
向
郊
に
あ
っ
た
と
き
、
所
有
者
の
、
拾
得
者
又
は
窃
盗
犯
人
に
対

す
る
権
利
が
、
普
通
法
上
の
も
の
(
善
意
取
得
者
か
ら
返
還
吋
能
)
か
、

衡
平
法
上
の
も
の
か
(
正
当
所
持
人
で
な
い
者
か
ら
返
還
可
能
)
争

い
が
あ
る
が
(
伊
沢
「
米
国
商
業
証
券
法
」
一
八

O
点、

F
5
2

良一

r
g
L
Z♀
2
・
(
-
U
町一〉

-HV-AE
参
照
)
、
手
形
を
失
っ
た
者
は

証
券
合
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
点
で
同
一
で
あ
る
(
切
ユ
丹
円
。
ロ
-

C
℃・

円芹
J

匂
・
合
品
川
}
孟
m
w
m
E
P
E
O
-
-
∞
ω・一
M

吋
ロ

=ιω
同
日
二
凶
円
白
コ
N
Y

N50Jω

∞〕一

5
=
〈
〈

E
Z
E聞
の
『

a
F
E
C
-
w
ω
-
M印
『
参
照
)
。

し
か
し
、
拾
得
者
又
は
窃
浴
犯
人
が
、
交
付
の
み
に
よ
り
流
通
可

能
な
証
券
を
、
正
当
所
持
人
に
譲
渡
し
た
と
き
、
手
形
の
返
還
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
(
切
コ
2
0
P
毛

2
7
円y
合
士
宮
山
間
E
F

E
C
.
ω
ω

一日吋

Z
E
ω
M
M
一
律
山
口
N

一
言
。
‘

ω'
∞
口
・
〈
D
D
rぐ

E
r
-
-

ヨ
m
2
c
L
η
L
P
0・wω
・
出
向
〉
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
理
由
は
、
所
有
者

の
過
失
又
は
詳
意
の
取
得
者
公
宮

5
8
2三
宮
古
宮
百
円
)
の
保

護
、
に
よ
る
の
で
な
く
、
(
近
代
の
信
用
財
政
機
構
に
不
可
欠
な
)
商

業
証
券
(
2
2ヨ
22ω
一
官
官
ゆ
円
)
の
利
用
を
促
進
す
る
か
ら
と
説
明
さ

れ
る
(
∞
2
2
0
P
D
司
2
ア
司
お
さ
。

以
上
の
原
則
の
系
と
し
て
、
代
理
人
叉
は
所
有
者
の
た
め
に
手
形

を
点
有
す
る
者
が
証
券
を
「
違
法
処
分
公
Z
5
2
m』
己
《

F
宮
去
l

北法25(2・142)3[.8



(ヰ手形法16条2項にL、わゆる「苔意」について

5
=
oご
コ
ω
オ
ロ
ヨ

g
円
)
」
し
た
場
合
、
そ
の
一
証
券
が
交
付
の
み
に
よ

っ
て
流
通
可
能
な
も
の
(
た
と
え
ば
、
持
参
入
払
式
手
形
か
、
白
地

一
一
災
書
を
具
え
た
子
形
)
で
あ
れ
ば
、
そ
の
違
法
な
流
通
は
、
後
の
正

当
所
持
人
に
対
す
る
所
有
者
の
返
還
請
求
権
を
切
断
(
円
三

9
5
す

る
と
解
さ
れ
る
〈
F
Z
3
3
・
毛
ロ
ア

3
・A
F

印#
l
お
印
)
。
そ
れ
故
、
所

ム
何
者
の
返
還
請
求
権
は
衡
平
法
上
の
も
の
で

(
2
5
g
z
o
)、
違
法
に

処
分
し
た
者
?
・

3
=
1
2円
)
と
、
他
の
正
当
所
持
人
で
な
い
者
(
7
0
一ー

分
吋
コ
♀

E
L
5
8
2
ω
与
を
追
及
す
る
し
か
な
い
(
∞
ユ
2
3
4
3
?

円広
J

古品印一円)。

判
例
の
リ
l
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
l
ス
は
冨
ニ
一

2
〈
・
刃
向
2
・
一
吋
印
∞
.
一

∞
ミ
ア
ム
印
刊
で
あ
る
(
判
例
集
を
直
接
参
照
で
き
な
か
っ
た
、
以
下

は

ω門司『『
3
・(，

g
z
qコ
門
司
ヨ
ヨ
耳
巳
包
一

E
L
E
Sえ
ヨ

3
門
司
白
百
円
・

3
2・
匂
・
∞
叫
に
よ
る
)
。
事
案
は
、
宅
二
一
E
ヨ
ヨ
コ
コ
ミ
又
は
持
参
入
を

受
取
人
と
す
る
、
一
覧
払
の
銀
行
券

2
3
r
gぢ
)
に
も
と
づ
く
、
被

生
日
に
対
す
る
償
領
訴
訟
で
あ
る
。
銀
行
券
を
所
持
し
て
い
た
く
〈
E
E
2

2
5
3
は
、
一
七
五
六
年
一
二
月
一
一
日
に
、
銀
行
券
を
、
。
と
c
l

三
岳
戸
百
の
ロ
ユ
℃
宮
コ

m
Z
2
Zロ
の
切
芝

E
己

O
母
ロ

7
2
q
を
宛

名
人
と
し
た
、
対
筒
で
郵
送
し
た
が
、
同
夜
強
盗
に
よ
り
、
本
件
銀

行
券
法
溢
ま
れ
た
。
こ
の
銀
行
券
は
、
同
年
一
二
月
一
二
日
に
、
有

償
で
、
か
つ
通
常
の
託
業
過
程
で
、
し
か
も
銀
行
券
が
強
盗
二
あ
っ

た
事
実
に
つ
き
円
台
怠
の
、
原
告
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
。
本
件
で
は
、

銀
行
券
の
譲
渡
は
、
交
付
の
み
に
よ
り
、
占
有
以
外
に
権
限
の
調
査

な
し
に
な
さ
れ
た
。
銀
行
券
を
盗
ま
れ
た
ヨ

5
3
は
銀
行
(
∞

g
r

三
円
山
口

m
-
5
5
に
、
銀
行
券
の
支
払
を
拒
絶
す
る
よ
う
申
し
入
れ
た

(
そ
れ
よ
り
生
ず
る
損
害
保
一
訟
の
た
め
、
担
保
が
提
供
さ
れ
た
)
。
そ

の
後
、
原
告
が
銀
行
に
銀
行
券
の
支
払
を
求
め
、
そ
の
日
的
の
た

め
、
被
台
す
な
わ
ち
銀
行
の
円
『
2
r
に
、
銀
行
券
を
交
付
し
た
が
、

被
告
は
、
支
払
な
ら
び
心
返
還
を
恒
絶
し
た
の
で
、
原
告
が
本
訴
を

提
起
し
た
。

防
容
は
、
原
告
勝
訴
の
評
決
を
し
、
損
害
を
二
一
ポ
ン
ト
一

0
シ

リ
ン
グ
と
認
定
し
た
が
、
本
件
で
原
告
が
、
こ
の
銀
行
券
の
「
所
有
権
」

を
布
す
る
か
に
つ
い
て
、
裁
判
所
の
見
解
に
従
っ
た
。

判
決
理
由
(
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
卿
の
判
決
)
「
さ
て
、
そ
れ
ら
は

(
F
=
r
g件
。
ろ
は
動
産
、
証
券
(
耳

2
2
5
m
)、
債
務
証
書
写

2
5
T

2
同
{
ミ
斥
玄
)
で
な
い
し
、
そ
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、

金
銭
・
現
金
の
よ
う
に
、
営
業
の
通
常
の
過
程
と
取
引
で
、
人
4

の

共
通
の
了
解
に
よ
っ
て
、
扱
か
わ
れ
て
い
る
。
か
れ
ら
は
、
銀
行
券

に
、
ど
の
日
的
か
ら
み
て
も
、
金
銭
の
信
用
と
流
通
を
与
え
て
い
る
。

銀
行
券
は
、
ギ
ニ
(
町
三

52)
と
川
じ
く
ら
い
己
、
金
銭
で
あ
る
、
通

常
の
支
払
に
使
用
さ
れ
る
他
の
通
貨
と
同
じ
く
、
金
銭
叉
は
坑
金
な

の
で
あ
る
。
」
そ
う
す
れ
ば
、
銀
行
券
は
金
銭
と
同
じ
法
二
服
す
る

が
、
「
昨
日
ま
れ
た
金
銭
の
場
合
に
お
い
て
は
、
金
銭
が
、
有
価
の
山
首
同

意
約
凶
に
よ
り
、
誠
実
に
、
支
払
わ
れ
た
後
に
は
、
民
の
所
布
者
は
、

そ
れ
の
返
還
合
2
0
5乙
を
請
求
で
き
な
い
。
し
か
し
、
金
銭
が
流

通
に
入
っ
て
し
ま
う
前
F

」
は
、
訴
訟
は
金
銭
そ
の
物
に
つ
き
、
提
起

~ti去25(2 ・ 143)309



事:↓

さ
れ
る
。
」
「
本
件
で
は
、
旅
府
主
は
仏
合
意
で
、
彼
の
営
業
い
お
い
て
、

潟
三
一
巾

5
2
の
外
観
を
持
つ
者
か
ら
、
銀
行
券
を
取
得
し
た
。
強
俗

と
の
通
謀
の
外
観
(
胃
2
2
2
)
と
嫌
疑
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
旅
府

主
は
厳
絡
に
取
り
調
べ
ら
れ
、
公
判
で
訊
問
さ
れ
て
お
り
、
彼
は
完

全
な
、
有
悩
の
約
凶
で
、
川
内
業
の
通
常
の
過
程
で
、
そ
れ
を
取
得
し

た
と
、
事
実
心
殺
伐
叫
に
あ
る
の
だ
か
ら
。
な
る
ほ
ど
、
も
し
何
ら
か

の
通
謀
、
不
当
な
取
引
の
状
況
が
あ
る
な
ら
、
本
件
は
非
常
に
異
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
そ
れ
が
一

0
0
0ポ
ン
ド
の
銀
行
券
な

ら
、
疑
わ
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
件
は
二
一
ポ
ン
ド
、
一

0
シ

リ
ン
グ
に
つ
い
て
の
小
額
の
銀
行
券
で
あ
っ
た
目
-
目
。
」

こ
の
判
決
が
明
ら
か
に
す
る
と
お
り
、
従
来
、
窃
盗
犯
人
か
ら
持
参

入
払
式
の
一
流
券
(
本
件
で
は
ず
2
2
r
s
r
gな
)
の
譲
渡
を
受
け
た

注
目
怠
の
取
得
者
は
、
所
有
権
の
追
及
を
受
け
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
(
こ
の
原
則
は
、
本
判
決
以
前
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
回
門
戸
l

同
庁

c
p
o℃
・
江
戸
・
甘
-
k
f

印印

U
3
1
r
p
o甘
'
2
ア
-
y
u
o
、
な
お
、

C
一ヨ
2
w
g
o
-
-
削
り

2
仲
間
州
任
命
霞
司

E
o
n
F
刀

E
出。一
5
・
ω
n
r
E
E押

ω

一
∞
∞
も
参
照
)

0

F
5
0コ・
0司・

2
7
古
品
印
印
に
よ
り
、
判
例
を
概
観
す
る
と
、
こ

の
原
則
は
数
年
後
に
持
参
入
払
式
の
為
替
手
形
の
事
例
に
適
用
さ
れ

た
と
の
こ
と
で
あ
る

P
R
2
7
〈・

E
Z
L
j
2・
コ
∞
プ
N

U

D

ロ
m-mωω

一一∞
ω
ロ
「
己
『
の
と
氏
。
『
コ
包
〈

Z
え
芯
ロ
と
の
二
可
ゎ
0

・
石
川
町
唱
一
品
一

三
日
r
z
ω
-
日
山
一
句
・
印
士
、
た
だ
し
、
持
参
入
払
式
の
公
債

2
2
7

2
F
E
ω
〉
の
所
作
者
は
、
適
法
に
占
有
し
て
い
る
者
か
ら
公
債

資

(
ぎ
え
る
を
取
得
し
た
者
を
、
横
領
を
理
由
と
し
て
、
武
任
を
追
及

で
き
な
い
が
、
所
有
者
に
負
担
す
る
、
信
託
法
上
の
債
務
に
違
反
し

て
、
取
得
者
に
談
波
(
口
何
回

0
5昨
日
)
し
た
者
か
ら
取
得
者
が
取
得
し

た
と
き
は
、
こ
の
か
ぎ
り
で
な
い
、
「
自
己

O
Z
3
2ぢ
ぺ
耳
目
7

〈・

0
c仏
ク
。
・
の
〉

Z
・J
円・

3
ω
?
∞印司・

M
L

由同一。

そ
の
他
、
持
参
人
払
式
の
公
債

(
Z
3
2
2
5々

ぎ
邑
ω
)

の
所
有

者
は
、
所
有
者
か
ら
詐
欺
に
よ
り
取
得
し
た
者
か
ら
、
平
野
意
で
さ
ら

に
取
得
し
た
者
に
対
し
、
返
送
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

PDl

mr可
〈

F
E
P
一泊
M
ア
一
吋
0

7
白
書
f
A
ω
-
M
一一

Z
・〈〈
a
U
A
吋
、
海
難

に
あ
っ
た
、
流
通
可
能
な
持
参
人
払
式
の
公
債

(
Z
2
2
8
5々

r
E
L
m
)
の
所
持
人
は
、
盗
難
の
事
実
を
知
っ
て
(
悪
意
で
)
、
取
得

し
た
者
か
ら
同
復
を
請
求
で
ざ
る
、
宮
山
一
〈
・

ccω
『
可
内
2
5々
-

H
，
2
・
C
〈
・
〉

3
・
3
8
.
8
ω
毛・

M
L

印
ω
品。

内
地
一
災
企
円
の
特
殊
な
事
例
と
し
て
、
P
Z
D
〈
・

0
。
E
コm
-
Z
o
u
-

-
芯
-
c
J
d
ω
M
3
・
一
M
O
Z
・
4

〈
・
主
印
が
あ
る
。
事
実
は
、

P
を
受
取

人
と
し
、

P
に
よ
り
'
H
地
巣
告
白
さ
れ
た
指
図
式
の
約
束
手
形
が
、
ド

に
よ
り
売
却
権
限
の
付
与
さ
れ
た

A
銀
行
に
対
し
、

P
に
よ
り
炎
付

さ
れ
た
、
そ
し
て

A
銀
行
の
支
配
人
公
民
主
耳
)
X
は
こ
の
手
形
を

B
に
譲
渡
し
た
、

X
は
満
期
到
来
の
と
き
に
取
立
て
る
権
限
を

B
に

よ
り
、
付
与
さ
れ
た
が
、

X
は
従
来
A
銀
行
と
取
引
関
係
の
あ
る
C

に
、
こ
の
手
形
を
一
議
渡
し
、

C
J
H

ま
た
A
に
取
立
を
依
頼
し
た
、
そ

こ
で

X
は
、
約
束
手
形
の
振
山
人
(
ヨ
印
有
乙
に
、
手
形
を
引
き
波

た
し
、
芹
替
手
形
と
担
保
の
供
与
を
受
け
た
が
、
こ
の
手
形
は
、

B

北法25(2・144)310



亡コ

を
受
取
人
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
そ
こ
で
C
が
、
こ
の
書
替
手
形

に
対
す
る
信
託
法
上
の
権
限
を
主
張
し
た
の
が
本
訴
で
あ
っ
た
。
原

審
で
C
が
敗
訴
し
た
が
、

C
の
上
台
の
結
果
、
同
判
決
は
破
棄
さ
れ

た
。
そ
の
理
由
は
、

C
は
も
と
の
手
形
の
所
有
者
で
、
書
替
手
形
は

濫
用
さ
れ
た
信
託
物
(
神
宮
山
ご
め
ω
)
の
、
追
跡
し
う
る
成
果
Z
S
E
a
)

で
あ
る
か
ら
、

C
は
書
替
手
形
に
対
し
、
信
託
法
上
の
権
利
を
主
張

す
る
権
限
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
違
法
処
分
の
場
合
で
も
、
菜
室
田
の
偽
造
が
伴
な
え
ば
、

取
得
者
が
正
当
所
持
人
で
も
、
普
通
法
上
の
返
還
請
求
権
が
発
生

し
、
所
有
者
は
手
形
の
返
還
を
請
求
が
可
能
で
あ
る
、
問
S
岳
〈

古〈
c
c
e一
一
-
呂
田
N
.
2
吋
2
ロ
-
N
D
m
・
M
G
W
一
∞
ω
・

4
〈
合
吋
〈
後
見

人
が
、
受
取
人
た
る
被
後
見
人
(
未
成
年
者
)
の
署
名
を
偽
造
し
た

例
)
参
照
。

(
6
)

こ
れ
は
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
、
例
え
ば
、

出
区
分
。
ロ
E
L
F
-
-
F
全
国
民
4
0叶
仏

門

k
m
w
岩
間
2
5
4
ω
Z
u
名
5
白
l

D
耳
-
N
2
F
め
}
戸
町
内
〈
O
E
m
ロ
丹
向
】
m
h
M
r
仲
間
。
ロ
河
2
F
仲
間
コ
ミ
2
r
H
5
2
M
m
i
l

-
-
R
Z
D
E
L
E
雪
国
宮
三
宮
古
=
当
2
7
m
己
見
。
「
丹
N
E
mの
E

P

F

Z『
m
-
z
n
r
E
。
H
N
2
王
国
三
回
回
内
E
n
y
阻
止
・
怠
・
回
【
凶
・
ω
-
一
回
一
『
『
一
巳
g司
l

r
z
w
E
0
・
ω

ふ
二
ご
ω
Z
D
N
f
E
C
-
-
ω
・
∞
口
u
ζ
m
m
E
P
E
O
-
-

ω
ω
・
一
日
吋
5
2
M
M
4
云
3
2
・
4
宣
言
。
n
Z
与
2
7
ニ
(
一
回
O
U
)
・
ω
-
m
O由

民
一
円
2
E
N
g
・
0
℃
・
2
7
目
当
・
ミ
l
ぉ
、
し
か
し
、
こ
の
問
題
を
比

較
法
的
に
検
討
し
た
、
最
も
秀
れ
た
業
績
は
、
同
m
g
r
p
m，C
吋
悶

a

H
E
L
o
a
。
5
0
ロ
Z
-
hミ
J

ヘL
O
H
L
2
』

0
5
E
-
∞

g
-
民
自
己
2
・
何
一
巳
問
。

手形法16条2項にし、わゆる「善意」について

∞
Z
E
n
r
E
ロ
m
o
E
E
r
2
H
ロ
L
E
E
S再
=
Z
E
-
m
n
r
z
コ
向
F
E
E
同
一
ci
国
E
l

m-rμロFmnTσロ
t
p「A
刊の
7mm戸
i
己ロιωnrnnrヨリロプ片・

w
口
明
。
ω
斤

ωロゲ】ユ町一門

出
ω
E
F
ヨ
E
E
・
∞
包
〈
乙
一
何
回
丘
ロ
ロ
同
ι
2
〉
ヨ
仲
間
」
凶
『
耳
切
白
一
ω
D
円
L
m
l

=
丹
一
-
n
r
2
H
V
S
F
a
D
円
回
口
戸
。
r
g
r
2
一
回
印
ω
・
(
一
回
印
ω
)
ω
・
印
O
印
『
{
で

あ
る
、
本
稿
の
以
下
の
部
分
は
、
こ
の
二
論
文
に
多
く
を
負
っ
て
い

る。
我
国
で
は
、
伊
沢
「
手
形
法
・
小
切
手
法
」
一
八

O
頁

注

て

同

「
米
国
商
業
一
証
券
法
」
一
五
頁
の
指
摘
が
あ
る
が
、
道
回
・
前
掲
論
文

・
論
双
六
六
巻
五
号
一
一
良
以
下
、
同
・
前
掲
論
文
・
手
形
法
・
小
切

手
法
講
座
一
巻
一
八
頁
以
下
、
が
詳
細
で
あ
る
、
そ
の
他
、
守
井
・

前
掲
論
文
・
商
学
論
集
(
福
島
大
学
〉
一
二

O
巻
一
二
八
頁
以
下
が
あ

る。

(
7
)

適
用
論
文
は
、
統
一
手
形
法
二
ハ
条
、
そ
の
他
統
一
小
切
手
法
二

一
条
で
あ
る
が
、
前
稿
(
拙
稿
・
北
大
法
学
論
集
二
四
巻
四
号
五
七

頁
〉
で
指
摘
し
た
と
お
り
、
こ
の
よ
う
な
原
則
は
、
ド
イ
ツ
手
形
条

例
七
四
条
に
遡
る
、
な
お
町
内
何
回
-
R
O
司
・
。
-
7
日
以
・
∞
弓
参
照
。

M
P
邑
2
論
文
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
原
則
は
、
元
来
偽
造
裏
書

に
つ
い
て
英
米
法
と
同
一
の
原
則
を
採
っ
て
い
た
、
大
陸
法
が
、
伝

統
的
な
原
則
か
ら
離
脱
し
た
結
果
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
と

も
か
く
、
こ
の
点
、
が
英
米
法
と
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
統
一
が
対
立
す
る
問

題
点
で
あ
る
こ
と
は
宍
2
m
-
2
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
な
お

国
己
官
r
P
E
O
-
-
ω
・
M
M
R
参
照
。

こ
の
大
陸
法
の
呈
示
す
る
解
決
は
、
善
意
取
得
に
よ
り
治
癒
さ
れ

北法25(2・145)311



料

る
回
収
庇
の
範
囲
に
つ
い
て
、
如
何
な
る
解
釈
を
と
ろ
う
と
も
、
同
一

の
結
論
に
達
す
る
、
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
手
形
条
例
の
解
釈
で
、
最
も
厳

格
な
解
釈
を
採
る
り
防
止
口
問
。
円
l
出
国
内
宮
忌
日
間
憎
む
器
出
。
切
回
一
∞
-
0
・w

ゆ
ω
日
〉
母
国
・
由
参
照
。

(
8〉
統
一
手
形
法
四

O
条
、
統
一
小
切
手
法
三
五
条
参
照
。

ハ
9
)
抑
N品
切
何
〉
山
市
町

Mω

吋ム問問、山山

ω
i
A
F
2
dの
の
・
た
だ
し
、
イ
ギ
リ

ス
手
形
法
は
、
小
切
手
と
一
覧
払
手
形
に
つ
き
、
支
払
銀
行
の
た
め

に
、
裏
舎
が
偽
造
ま
た
は
無
権
限
者
に
よ
り
な
さ
れ
て
も
、
善
意
支

払
に
免
責
を
認
め
て
い
る
、
訓
告
切
開
〉
参
照
。
こ
の
点
の
詳
細
、

な
ら
び
に
ア
メ
リ
カ
法
が
イ
ギ
リ
ス
訟
の
追
従
し
な
か
っ
た
経
過
に

つ
き
、
民
g
m一2
・。司
-nF
了
間
y
∞
出
品
参
照
。

(
旧
)
統
一
手
形
法
七
条
、
統
一
小
切
手
法
一

O
条、

m
E
切
開
〉
山
抑
制

白
M
W
2
・
2
2
H「
目
出
掛

ωlA
一ア

ω14
一∞

C
の
の
な
お
、
玉
井
「
手

形
行
為
独
立
の
原
則
と
英
米
の
禁
反
寸
向
付
け
」
法
学
新
報
四
九
巻
一

O
号
一
一
良
、
一
二
号
三
四
頁
参
照
。

(
什
)
こ
の
保
護
は
、
善
意
か
つ
有
償
で
取
得
し
た
者
に
与
え
ら
れ
、
手

形
を
贈
与
さ
れ
た
者
に
は
、
認
め
ら
れ
な
い
、
ま
た
一
部
支
払
の
場

合
、
支
払
額
ま
で
取
得
者
が
保
護
さ
れ
る
、
間
宮
回
目
〉
一
間
以
白
ド

Z

Z
F
一明

ωl土∞

C
の
の
参
照
。
例
え
ば
、

A
が
B
に
対
す
る
一

0

ド
ル
の
債
務
弁
済
の
た
め
、
振
出
人
の
署
名
を
偽
造
し
た
額
面
二

0

ド
ル
の
小
切
手

(
B
と
取
引
の
あ
る
C
銀
行
を
支
払
人
と
す
る
)
を

B
に
交
付
し
た
が
、

B
は
小
切
手
が
全
額
支
払
わ
れ
な
い
か
ぎ
り
、

差
額
の
一

0
ド
ル
を
A
に
支
払
う
こ
と
を
拒
絶
し
た
と
仮
定
す
る
。

資

同ν
ユ
ロ
命
〈
-
Z
E
-
判
決
の
原
則
に
よ
る
か
ぎ
り
、
小
切
手
を
C
銀
行

が
支
払
っ
た
が
、
そ
の
時
に
は

A
は
逃
亡
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
場

合、

C
銀
行
は
一

0
ド
ル
の
範
囲
内
で
の
み
、

B
の
負
担
と
す
る
こ

と
し
か
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
(
同
g
L
P
E
O
-
-
司

g
g
n
l
y
司王

国
ω
E
F
σ
君
主
仏

ω・印
O

田
〉
ロ
ヨ
・
与
の
例
に
よ
る
。
)

な
お
、
振
出
人
の
署
名
が
偽
造
さ
れ
た
小
切
手
が
支
払
わ
れ
た
場

合、

B
は
A
の
身
分
を
確
か
め
な
い
で
、
見
知
ら
ぬ
A
と
取
引
し
た

だ
け
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
は
、

B
を
「
悪
意
」
と
扱
か
う
に
、

充
分
で
な
い
と
す
る
、
同
り
凶
仏
内
出
身
仇

Hhas-々
の
0

・0
『
Z
9そ
J
円

2
r

〈・

2
g
g
R
Z
n
F
S
N
0
・
M
o
o
t司
2
・
ωOA-NN吋
Z-者・

ω∞
吋
参

照。

〈
門
は
)
英
米
法
は
、
小
切
手
企
為
替
手
形
の
一
種
と
み
て
い
る
、
ゆ

ω
吋

∞
肘
〉
山
抑
制
一
∞
印
岨
一
∞
吋

Z
『r
h
m
ω
l
h
p
一
一
己
の
の

(
門
川
〉
本
判
決
は
、

F
E
R
n
a
g
g
ρ
E
m
F
A
g
s♀
ω
・
〈
D

ご

ハ
一
∞
∞
∞
〉
甘
-
N
一
日
に
も
一
件
録
さ
れ
て
い
る
。
以
下
は
主
と
し
て
、
こ

の
穴
2
5
H
の
著
書
に
よ
る
、
そ
の
他
、
回
日
E

Z
円lω
三
F
O
L
g仏唱

。02
5
2
2
L
吋

E
E
h耐
え
弓
口
同
(
一
um∞〉勺・印
ωmu
切ユ件付。ロ・。同
v-nFf

HYω
吋
印
山
虫
色
『

2
・
0
℃

-
n
一昨
J

匂
・
品
会
等
の
他
、
∞
Eハ-
M

ご、
H
，
Z
円、お唱

え

m，D
同
向
。
《
山
田
口
仏
匡
常
『
a
n
7
2
5・(一回日印)・

-yg
を
も
参
照
。

(
川
門
)
曲
山
ム
∞
肘
〉
山
抑

m
N
Z
戸
ふ

ω
l
A
S
Cの
の
、
伊
沢
「
米
国
商

業
証
券
法
」
二
七
八
頁
以
下
参
照
。
回
開
〉
と

Z
H
F
は、

d
R
と

異
な
り
、
「
引
受
ハ
日
目
又

g
Z
)」
じ
の
み
に
ィ
内
及
し
て
い
る
が
、
「
支

払
」
の
場
介
も
同
様
に
解
さ
れ
て
い
た
、
判
例
に
つ
い
て
は
、

3
7
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料

(お

)
ω
丹
え
な
p
o℃・

2
f
官官・

8
Nー
さ
ω

(
お
)
以
上
、
す
べ
て
辺
え
な
p
o司

a
f
宅・

8ω
ー
さ
ム

(
げ
)
逆
に
言
え
ば
、
証
券
(
手
形
叉
は
小
切
手
)
が
指
図
式
の
場
合
、

債
権
者
は
、
原
則
と
し
て
、
自
己
の
真
正
な
一
一
英
書
に
よ
っ
て
の
み
、

権
利
を
失
い
う
る
だ
け
で
あ
る
。
同
ハ
g
v
-
o
F
E
C
-
-
ω
・
8
∞
一
関
2
目l

-。『・

C
H
U
-
n
F
丹J
百円

y
∞∞吋!∞田町山一∞丹丘一向。コ・。同
y

口
広
・
・
同
)
・
品
。
。
一
〈
己
ロ

巧
E
E口
問
。

8
ι
p
s

。Jω
・
ωN『
『

(お

a
)

副
主
∞
HW〉
山
即
日
ω
Z戸
・
抑
制

ωlNOM-ωlNOω
・
ω
1
8
P
ω
l

全
戸

ωl全
U
Cの
の
し
か
も
、
判
例
法
上
、
無
権
代
理
人
に
よ
る
裏

書
も
無
権
限
署
名

(
5
2
5
2
5
ι
Z
L包
括
E
E⑦
と
し
て
、
偽
造

裏
書
と
解
さ
れ
て
き
た
結
果
、
偽
造
一
災
害
と
同
一
の
扱
か
い
を
受
け

る
に
五
っ
て
い
る
〉
自
2
E
E
戸
山
者
同
E
t
z丹0
・C
同y
n
F
f
官同
V-NUOl

NU
一
、
詳
細
は
問
。
ω
乙
2
・0
目

y
n
X
J
H
Y

∞
包
参
照
、
そ
の
他
、

5
ロ

巧
Z
N
E
m
2
a
。E
O
-
-
ω
ω
ω
。

(お
b
)

設
例
は
、
閉
山
内
E
F
F
E。よ

ω
-
g∞
に
よ
る
。

(
却
)
の
ccL
刃
包
去
ζ
凶

nrF晃代可
(
U
D

・
〈
・
∞
5
邑
当
ミ
回
E
F
Y白0
・

〉
宅
-
-
U
N
P
M
m吋
ω
・当・

8

L
山

g今
a口
口
〈

E
R
D一口河
c
n
z
l

m同
2

H，E
m

円。c-w
一U2
・

ω
o
ω
Z・J
ヘ-
M〕1
・

5
0
2
何

ML
二吋
U

湖

ωl士
山
と
の
の

(
釦
〉
抑

N
ω
Z
F
心
掛

ωl士山

C
の
の
参
照
、
支
払
銀
行
は
、
一
一
災
害
が
偽

造
さ
れ
た
小
切
手
を
支
払
っ
た
と
き
、
署
名
が
偽
造
さ
れ
た
所
持
人

に
責
任
を
負
う
宙
ロ
芹

S
・

a-
門
戸
-
宅
・
全
∞
ー
だ
M
)

自
定
、
巴
ω
1

n
r
2
h
v
ω
7
2
M
2止
め
0

・〈・

0
3口
同
段
、
H，E
誌
の
D
W

一回
ωω
唱吋∞品

資

冨
白
目
印
・
回
二
∞
吋

Z
・
開
・
呂
、
た
だ
し
否
定
、
。
c
a
c口
百
円
内
耳
C
H
Z

n
c・
〈
・
の
を
E

z

a

F
ロ
F
Z
N
?
N
ω
m
F白戸口
r
.
N
J
N↓
o
z
.
4〈・

Mm一凶
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
イ
ギ
リ
ス
法

Q

E
切
開
〉
〉
は
、
裏
書
が

偽
造
さ
れ
た
場
合
で
も
、
支
払
銀
行
が
、
善
意
で
弁
済
し
た
時
、
免

責
を
受
け
る
こ
と
を
認
め
る
。
ア
メ
リ
カ
法
と
異
な
る
解
決
を
一
示

す
。
こ
の
原
則
の
例
外
の
法
政
策
的
な
理
由
は
、

(
V
F
E
g
〈
・
包
ml

n
r
Z
]ア
一
∞
コ
u
N
n
-
H
V・
一
印
一
に
要
約
さ
れ
て
い
る
「
銀
行
の
顧
客

の
署
名
偽
造
か
ら
、
銀
行
は
自
分
を
守
る
能
力
が
あ
る
と
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
銀
行
は
、
自
己
の
顧
客
の
署
名
を
知
っ
て
い
る
し
、
知

ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
銀
行
は
、
銀
行
に
宛
て
て
振
り
出
さ

れ
、
そ
し
て
指
図
式
で
あ
る
小
切
手
を
裏
書
す
る
か
も
し
れ
な
い
、

多
数
の
受
取
人
ま
た
は
代
理
人
の
署
名
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
れ
故
、
顧
客
は
指
図
式
小
切
手
を
振
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
利
訪
を
え
る
が
、
偽
造
裏
書
の
可
能
性
は
:
:
・
顧
客
の
危
険
と
な

る
べ
主
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
不
合
理
で
は
な
い
。
小
切
手
を
指

図
式
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
振
山
人
は
次
の
利
益
を
受
け
る
、
つ
ま

り
小
切
手
が
受
取
人
に
到
着
す
る
前
に
、
盗
ま
れ
叉
は
紛
失
し
た
と

き
、
偽
造
一
災
害
な
く
し
て
は
、
支
払
わ
れ
な
い
、
し
か
も
持
参
入
払

式
小
切
手
を
呈
示
す
あ
の
を
た
め
ら
わ
な
い
し
、
真
の
所
有
者
を
だ

ま
し
て
、
利
益
を
得
ょ
う
と
す
る
多
く
の
人
々
な
ら
、
こ
の
よ
う
な

危
険
を
冒
か
さ
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
利
益
で
あ
る
。
:
:
:
こ
の
よ

う
な
利
能
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
偽
造
裏
書
一
の
可
能
性
は
振
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ο 

出
入
の
危
険
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
合
理
的
で
あ
る
。
」

〈

引

)

抑

ω
l
全
∞
(
ω
)
Cのの

(
m
U
)

こ
の
場
合
に
、
債
権
者
B
は
債
務
者
A
に
、
小
切
手
が
振
り
出
さ
れ

た
と
こ
ろ
の
原
因
債
権
を
請
求
で
き
る
、

ω
E口
E
S
ι
吋，

E
ロ凹司
C
同件

。
・
〈
-
司

HEω
官
庁
回
目
r
o
h
p向。ョ目
V
F
F
S
A∞
L
K会
、
『
ぬ
凶
器
一
回
ω岨

N

エ
ω・
巧
・
包
∞
ω
ム
、
し
か
も
小
切
手
が

B
か
ら
盗
ま
れ
た
場
合
で

も
、
過
失
(
例
え
ば
、

B
が
記
名
一
一
美
書
を
白
地
裏
書
に
転
換
し
た
等
〉

が
な
い
か
ぎ
り
、
請
求
が
可
能
で
あ
る
。
以
上
に
つ
き
、
剛
山
g
m
-
2・

2
。・

ω・印
O
U

参
照
。

(
お
)
胡

ω
I
A
s
c
n。
、
た
と
え
ば
、
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
不
誠
実

な
被
用
者
に
小
切
手
を
委
託
し
、
こ
の
者
が
一
一
泉
書
を
偽
造
し
て
譲
渡

し
た
場
合
、
署
名
が
偽
造
さ
れ
た
者
は
、
善
意
の
取
得
者
、
叉
支
払

銀
行
に
対
し
、
署
名
の
偽
造
を
主
張
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
、

pol

cnrめ吋
iω
己丹
roH-m凶ロ
L
W

。同
yn--け
J
℃司・印一
D
l
印
ω印。

ま
た
、
前
述
し
た
が
、
裏
書
に
通
常
使
用
し
た
印
章
を
、
不
注
意

に
保
管
し
、
そ
の
結
果
被
用
者
が
、
そ
れ
に
よ
り
署
名
を
偽
造
し
た

場
名
も
、
同
様
で
あ
る
。

(
鈎
)
振
出
人
に
過
失
あ
る
と
き
は
、
事
情
が
異
な
る
、
閣

ω
ーさ
m
Cのの、

な
お
民
自
ω-2・
EO--ω
・印一
0

・
〉
ロ
B

E
参
照
。

(
お
)
抑
印
印
(

N

)

切
開
〉
一
段
山
田
印
・
田
町

z
-
H
h
u
n
g丘
四
白
ロ
r
〈
・
切
h
s
r
c『

E
Zロ
ア
お
ム
プ
一

EF--
ハ
ZeJ円
・
)
同
∞
吋
(
裏
書
偽
造
の
場
合
に
、

支
払
銀
行
が
、
支
払
金
の
返
還
を
求
め
て
認
め
ら
れ
た
事
例
)
。

こ
の
義
務
は
、
支
払
又
は
譲
渡
の
時
に
成
立
し
、
支
払
(
引
受
)
拒

手形法16条2項にし、わゆる「善意」について

絶
に
よ
る
遡
求
が
要
件
と
す
る
、
適
時
の
呈
一
不
、
(
必
要
な
と
き
は
)

拒
絶
証
書
、
拒
絶
の
遅
滞
の
な
い
通
知
を
必
要
と
し
な
い
。
こ
の
保

証
責
任
に
つ
き
、
道
田
・
前
掲
論
文
・
論
双
六
六
巻
五
号
二

O
頁
以

下
(
さ
ら
に
、
ボ
フ
ラ
ウ
カ

l
H
道
回
「
ア
メ
リ
カ
商
取
引
法
と
日
本

民
商
法
I
」
(
昭
三
五
二
五
八
頁
以
下
〉
参
照
。

詳
細
な
険
討
は
、
問
2
ω
-
F
C
H
Y
2
7
目)同
Y

∞コ
l
∞∞
O

が
試
み
て

い
る
。
こ
の
解
決
の
結
果
、
裏
書
を
偽
造
さ
れ
た
、
真
の
所
有
者
は
、

自
己
の
前
者
に
対
す
る
権
利
と
、
後
者
と
弁
済
、
引
受
を
し
た
支
払
人

に
対
す
る
、
あ
ら
た
な
権
利
を
有
し
、
偽
造
者
の
後
の
被
裏
書
人
は
、

「
保
証
責
任
」
の
外
に
、
支
払
(
引
受
)
拒
絶
の
場
合
の
、
偽
造
者
に

至
る
ま
で
の
自
己
の
前
者
に
対
す
る
、
遡
求
権
(
一
定
の
要
件
を
み

た
し
た
う
え
で
)
を
取
得
す
る
。
ま
た
、
支
払
銀
行
が
真
の
所
有
者

に
弁
済
し
た
と
き
、
銀
行
は
振
出
人
の
口
座
の
負
担
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
、
∞
]
印
円
}
向
。
同
色
町

ω耳
目
出
片
品
。
・
く
・
。
E
Z耳
、
H，Eω
件
。
DJ

3
8・
日
∞
ム
玄
gm-
デ
-
∞
吋

Z
開
・
印
ω
参
照
。

(お〉

ωO口
広
広

ι
2
2巳
MCロ
p
n
D
g
F片
品
別
円
。
ロ
c
g
F
3
5・
C
2
2
8
t
oロ

弘
司
-
回
一
品
聞
広
]mw一江
G
口出己円

-mw]ぬ丹片岡
1

巾

L
。口『
ω口四
m
m同
rF--m件伊
D同内田円。.

HN白官官
O
ユ
m
h
z恥
B
-
2
H
N
ω
司
唱
。
吋
官
官
《
凶
Z
E
s
r・一回日
ω・司・

5
-

F
m
m
-
F
E
O
-
-
ω
・
ω
・
印
二
は
、
巧
み
に
、
次
の
様
に
要
約
す

る
、
「
D
は
見
知
ら
ぬ
者
と
取
引
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼
は
自
ら
信

頼
を
お
い
た
と
こ
ろ
に
、
自
己
の
信
頼
を
も
と
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

(
訂
)
冨
gι

〈
・
ペ

D5m
判
決
で
の
四
三
-2
裁
判
官
の
意
見
を
参
照
。

(
お
)
関
2
L
2・
EO--ω
・印一一
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(
犯
)
問
。
ω
凹]2・
EO--ω
・印一一『・

(
初
)
こ
の
英
米
法
の
立
場
か
ら
、
統
一
法
一
六
条
一
項
に
該
当
す
る
、

一
九
一

O
年
の
ハ

l
グ
草
案
(
雪
印
三
i
官
。
]
え
)
一
六
条
に
つ
い
て

の
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
見
解
が
、
早
く
か
ら
、
問
題
点
を
指
摘
し
て

い
た
、
す
な
わ
ち
、
草
案
は
偽
造
裏
書
が
存
在
す
る
場
合
で
も
、
手

形
を
取
得
す
る
の
を
認
め
る
が
、
「
:
:
:
〔
イ
ギ
リ
ス
の
〕
法
律
家
の

意
見
は
、
①
そ
れ
が
偽
造
を
促
進
し
、
②
充
分
な
調
査
な
し
に
、
手

形
を
取
得
す
る
に
お
い
て
、
人
々
を
放
漫
公
民
)
に
す
る
と
い
う
理

由
か
ら
、
強
く
反
対
し
た
。
③
も
し
、
偽
造
裏
書
の
下
で
所
持
す
る

手
形
に
対
す
る
「
良
権
限

(
m
m
C
O
L
t丹
-
ゆ
と
が
取
得
可
能
な
ら
、

裏
書
の
方
式

Q
R自
己
存
可
)
は
無
用
と
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
、
そ
し

て
、
そ
れ
な
ら
、
手
形
を
持
参
入
払
式
と
す
る
こ
と
が
、
よ
り
人
を

誤
ら
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
と
指
摘
し
て
、
偽
造
裏
書
が
介
在
し
て

も
取
得
を
認
め
る
結
果
生
ず
る
。
以
上
三
つ
の
問
題
点
を
あ
げ
て
、

批
判
し
た
、
。
D
口『
2
3
8
仏
O
F
目
白
三
円
5
5
-・5
5
2
z
oロ
E

L
S芹
耳
F
t『
p
z
-
2昨
河

内

同

o
n
r
g
m
o
o
R
-
一回一日・ロ
0
2日
o
z
g

--円》℃・一∞日
l

一∞
ω
。

本
文
で
引
用
し
た
の
官
官
2
M
の
批
判
は
主
と
し
て
②
に
関
連
し

た
も
の
で
あ
っ
た
、

ω
O
門戸恥片品

ι
2
z
m仲
E
ロ
m-
。
c
g芹
品
開
口
D
ロロヨル
i

』

5
・
己
口
氏
自
白
色
D
口
侍

]ω

広
告
乙
巳

F
C
E
m
Z
H
F
F
2
3
《凶作円吉田問。

2
Z
2
2
m
H
C
H仏門
0

・河
ω
旬
旬
。
ユ
問
品
ロ
臥
B
-
Z
H
N防官官口同
Z
F
P《広三
ι
5
-
m・

3Nω・司・

5
一
こ
の
よ
う
な
偽
造
裏
書
の
処
理
が
、
英
米
に
お
け

る
、
小
切
手
の
普
及
を
助
け
て
き
た
こ
と
を
認
め
る
も
の
に
、
問
。
切
l

料資

m}2・
3
同y
E了
同
》
・
∞
∞
印
U

対
日
ω】

R
E
O
-
-
ω

印
一
日
、
が
あ
る
。
そ
の

他
、
道
回
・
前
掲
論
文
・
論
双
六
六
巻
五
号
一
t

貝
以
下
、
問
、
前
掲

論
文
・
手
形
法
・
小
切
手
法
講
座
一
巻
一
八
頁
以
下
、
と
り
わ
け
事
フ

ラ
ウ
カ

l
・
前
掲
講
演
・
商
事
法
務
一
区
三
号
六
頁
以
下
参
照
。

そ
の
他

ω在
E
r
q司・

2
7
3・品
O
C
I
A
O

一
参
照
。

(
引
)
同
2日
-
2・
0
司

-nF-
匂・∞
U
印

(
位
)
附
ハ
m
E
]
2・
0

官
-nF-
司
・
宮
山
U

H

内。自
-2・
EO--ω
・印
-
N

(
刊
伺
)
ま
た
、
同
g
m
-
2
は
英
米
法
の
問
題
と
し
て
、
次
の
点
を
指
摘
す
る
、

偽
造
裏
書
の
規
制
が
、
経
済
的
に
最
良
の
解
決
と
い
え
る
か
、
け
だ

し
、
こ
の
規
制
は
、
容
易
に
訴
訟
を
招
来
さ
せ
る
結
果
、
勝
訴
し
た
当

事
者
に
も
多
く
の
費
用
の
負
担
を
課
す
か
ら
で
あ
る
と
、
択
の
ωm-2・

EOa-ω
・
2ω
。

(
川
刊
)
無
能
力
者
〈
特
に
未
成
年
者
)
か
ら
裏
書
に
よ
り
手
形
を
取
得
し

た
場
合
に
、
簡
単
に
言
及
し
て
お
こ
う
。
無
能
力
者
の
抗
弁
は
、
物

的
抗
弁
(
B
m
Z止
命
日
巾
)
と
解
さ
れ
て
い
る
(
流
通
証
券
法
制
定
前
の

判
決
と
し
て
、
吋
三
日
〈
・

2σ
ヨ
5
0
・
↓
∞
∞
∞
唱
団
∞
室
付
ゲ
・
-
∞
印
・

8

Z
・
巧
・
∞
口
同
、
以
後
の
判
決
と
し
て
、
宮
三
日
可
〈
・
、
P
O
B
H》凹
D
P

一国一回二

ωmus-
コ
タ
お
∞

ω・巧
・
印
話
、
そ
の
他
者
三

E
Cロ・

〈
C

?

?

の
只
参
照
〉
。
無
能
力
者
が
、
契
約
能
力
の
な
い
時
に
譲

渡
(
ロ
品
o
t
m
g
〉
し
た
と
き
に
は
、
返
還
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
証
券
の
正
当
所
持
人
で
な
い
者
に
対
し
て
の
み
認
め
ら
れ
、

証
券
が
正
当
所
持
人
の
手
に
帰
し
た
と
き
に
、
無
能
力
者
は
返
還
を

請
求
で
き
な
い
と
解
さ
れ
る
(
尽
E
D
P
。
ヲ
己
同

J
3・
お
ω
i
合目〉。
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(二4手形法16条2項i品、わゆる「善意」について

つ
ま
り
、
無
能
力
の
似
鋭
あ
る
災
害
の
無
効
は
、
無
効
な
料
名
に
よ

る
責
任
を
発
生
さ
せ
な
い
が
、
以
前
の
又
は
以
後
の
一
一
兵
書
相
互
の
動

力
を
世
一
け
さ
な
い
(
初
日
日
(

N

)

切
開
〉
一
期
日
M

Z戸
一
宮
内
w
m
E
P
E
O
-
-

ω
一
一
回
)
。
そ
れ
故
、
無
能
力
に
よ
り
無
効
な
裏
書
心
よ
り
、
権
利
を

取
得
す
る
こ
と
は
な
い
(
富
山
間
口

cazo--
∞ω・
-
M

吋
己
邑
ω
M
M
)
。

な
お
、
英
米
法
に
お
け
る
、
能
力
に
対
す
る
信
頼
の
保
護
の
問
題

に
つ
い
て
は
、

5r=品
2
7
2・
U
E
〈
ぬ
ユ
E
E
mロ
ω
丘
町
一
三
ω
2合
同
，
m
昆
l

g
m
gロ斥

E

E司
間
内
ユ
片

7
2
H
N
2
E
0
・
3
8・
ω・
二
吋
民
参
照
。
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